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■ 大会プログラム ■ 
 
 
◆ 日 程：2022 年 5 月 20 日(金)〜22 日(日) 
◆ 会 場：オンライン（zoom ミーティング） 
◆ プログラム： 
   5 月 20 日(金) 経済地理学会常任幹事会 
   5 月 21 日(土) 経済地理学会評議会 

9:00-17:20  一般発表 
13:00-16:20  共通論題シンポジウム 

   5 月 22 日(日)  9:00-11:15  フロンティアセッション 
11:20-12:20  経済地理学会総会 
13:00-15:00  ラウンドテーブル 

◆ 参加方法 
共通論題シンポジウム，一般発表，フロンティアセッション，ラウンドテーブルへの参加を希

望される方は，2022 年 5 月 14 日(土)までに大会参加申込専用サイトにアクセスして事前登録

を行ってください．事前に登録された方には，大会実行委員会より Zoom ミーティングの ID と

パスコードを大会開催前日までに通知いたします． 
＜大会参加（一般発表含）申込専用サイト＞ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxznyXE7YdsgBl6O_01-5K7fxj99SMYW86Oegy
Ykd-ayZQtA/viewform?usp=sf_link 

 
経済地理学会の常任幹事会・評議会・総会については，会員に別途郵送されます「開催のお知ら

せ」をご参照ください． 
◆ 参加費 
本大会は参加費を徴収しません． 
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◆ 共通論題シンポジウム（5 月 21 日(土) 13:00-16:20） 
テ ー マ デジタル社会の経済地理 

 座  長 田村大樹（北九州市立大），兼子 純（愛媛大） 
 趣旨説明 和田 崇（県立広島大） 
 報 告 者 秋山祐樹（東京都市大）：地理空間ビッグデータを活用した COVID-19 による地域経

済への影響分析 
福井一喜（流通経済大）：社会のデジタル化と観光のデジタル化－群馬県草津温泉の

事例を中心に－ 
佐竹泰和（高知大）：デジタル時代のワークスタイルからみた地方圏へのオフィス立

地の可能性 
コメンテーター 箸本健二（早稲田大），鈴木洋太郎（大阪市立大） 
 

◆ 一般発表（5 月 21 日(土) 9:00-17:20） 
【座長】根岸裕孝（宮崎大） 

9:00 井原美恵（慶應義塾大・院）：地域競争力の決定要因と測定方法の検討 
9:20 川久保篤志（東洋大）：ノルウェーの地域政策－北極圏域の開発と課題－ 
9:40 大谷友男（富山国際大）：2010 年代における北陸地域の大学進学に伴う人口移動 

【座長】與倉 豊（九州大） 

10:00 吉原圭佑（法政大・院）：航空地理学における研究課題と展望 
10:20 阿部康久（九州大）・高 寧（北京語言文化大学東京校・非）・高瀬雅暁（ニトリ）： 

中国における大規模自動車ディーラーの形成と店舗分布に関する研究 
10:40 中村哲也（共栄大）・丸山敦史（千葉大）・増田 聡（東北大）：福島の林業再生と 

バイオマス発電推進に関する住民評価－福島県における Web 調査からの接近－ 
【座長】宇根義己（金沢大） 

11:10 太田 務（広島大・院）：森林組合に於ける SDGs，バイオマスエネルギーの認識度 
11:30 前田竜孝（長崎県立大）：変化する漁場環境へのノリ養殖業者の対応 
11:50 西屋優人（広島大・学）・赤田拓哉（広島大・学）・一柳真帆（広島大・学）・山本健人（広 

島大・学）：全国の原爆関連碑の分布調査 
【座長】阪上弘彬（千葉大） 

13:10 八巻 栞（立命館大・院）：高等学校「地理総合」における防災教育教材の開発と実践 
－高知県室戸市吉良川町の海岸段丘とその周辺地域を題材として－ 

13:30 村上正龍（広島大・院）：『地理総合』の教科書における「自然環境と防災」の記述内容の 
比較検討 

13:50 木村海斗（広島大・院）：外国につながる子どもへの教育支援に関する研究－広島県の公 
立小学校を事例に－ 

【座長】河本大地（奈良教育大） 

14:10 横川知司（広島大・院）・沈 彧磬（広島大・院）：新型コロナウイルス流行に伴う伝統行 
事の変容（第２報）－広島県東広島市西条町のトンドを事例に－ 
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14:30 沈 彧磬（広島大・院）・横川知司（広島大・院）：歳旦祭の実態と神社兼務に与える影響 
－東広島市雷八幡神社を事例に－ 

14:50 劉 暁一（広島大・院）：児童文学における地理空間－『小人の冒険シリーズ』を事例に－ 
【座長】笛吹理絵（比治山大） 

15:20 Thakur Gajender (Ph.D. student, Hiroshima University)： 
Geographical Characteristics of Special Nursing Homes 
and Significance of Integrated Community Care System in Hiroshima 

15:40 Hu Anzheng（奈良教育大・院）・河本大地（奈良教育大）：岐阜県高山市におけるコロ 
ナ前後外国人観光客の行動変化 ―訪日中国人を中心に― 

16:00吉沢 直 (グルノーブルアルプ大・院，筑波大・院)：フランスのスキーリゾート 
La Grave における集客構造と地域システム 

【座長】澤田結基（福山市立大） 

16:20 岩佐佳哉（広島大・学振 DC）・熊原康博（広島大）：低価格モバイル LiDAR を用いた 
大学教育におけるフィールド実習 –明治初期の城郭八条原城跡を事例に– 

16:40 河本大地（奈良教育大）・浅井心哉（奈良教育大・院）：中学校の経営方針にみる地域多様 
性－兵庫県の阪神・但馬・丹波地域における公立中学校の事例から－ 

17:00 熊原康博（広島大）・岩佐佳哉（広島大・学振 DC）・村上正龍（広島大・院）・渡部 
智子（福山市立熊野小）・栗栖昂宏（福山市立熊野小）：自然災害伝承碑への掲載を通じ 
た防災教育—福山市立熊野小学校の取り組み 
 

◆ フロンティアセッション（5 月 22 日(日) 9:00-11:15） 
9:00-10:00 高橋環太郎（秋田大）：島嶼地域における社会経済と観光に関する研究 

－太平洋地域を中心に－ 
  【座長】水野真彦（大阪公立大） 

10:15-11:15 勝又悠太朗（旭川大）：地場産業産地における競争力の維持・獲得とそのメカニズム 
 【座長】佐藤正志（静岡大） 

 
◆ ラウンドテーブル（5 月 22 日(日) 13:00-15:00） 

1. 「サプライチェーンの経済地理学」 
  オーガナイザー 鹿嶋 洋（熊本大） 
  報告者 荒木一視（立命館大）：大規模災害時の食の供給連鎖について考える 

藤川昇悟（西南学院大）：自動車の電動化とグローバル生産ネットワーク 
  コメンテーター 前田陽次郎（長崎農産品貿易株式会社），宮町良広（大分大） 
2. 「コロナ禍およびアフターコロナにおける観光と地域づくり」 
  オーガナイザー 根岸裕孝（宮崎大） 
  報告者 杉山智行（宮崎大）：新型コロナウイルス感染症による九州内地域観光の変化に 

関する考察 
岡 祐輔（九州大・院）：糸島市観光におけるコロナの影響と今後のまちづくり 
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について 
  コメンテーター 菊地達夫（北翔大），武田康司（近畿日本ツーリスト） 

 
◆ 実行委員会 
 実行委員長：友澤和夫（広島大） 
 ハード部門：後藤拓也（広島大／委員長），勝又悠太朗（旭川大），川瀬正樹（広島修道大） 
       熊原康博（広島大），佐々木 緑（広島修道大），佐藤裕哉（下関市立大） 

田中健作（金沢大） 
 ソフト部門：和田 崇（県立広島大／委員長），鹿嶋 洋（熊本大），兼子 純（愛媛大） 

田村大樹（北九州市立大），根岸裕孝（宮崎大），藤川昇悟（西南学院大） 
與倉 豊（九州大） 

◆ 連絡先：和田 崇（県立広島大／西南支部代表幹事） 
t-wada1969(at)pu-hiroshima.ac.jp ※ (at)を@に置き換えてください． 
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■ 共通論題シンポジウム ■ 
 
 

テーマ：デジタル社会の経済地理 
 

 

開催趣旨 

 

COVID-19 の世界的大流行は人びとの身体的接触を制限し，相互のコミュニケーシ

ョン手段としてインターネットをはじめとするデジタル技術がその重要性を高めるこ

とになった．デジタル技術はこれまでも対面コミュニケーションを補完，代替する役

割を果たしてきたが，COVID-19パンデミックをきっかけに人びとから欠かせないも

のとして認識され，経済・社会システムはその活用を前提としたものに急速に移行す

ると考えられる． 

デジタル技術の活用を前提とした経済・社会システムとそれが引き起こす空間的作

用はどのようなものになるのか．非接触型のデジタル・コミュニケーションはわれわ

れの経済・社会活動をどう変えるのだろうか．国土・地域構造は今度こそ集中型から

分散型へと移行するのだろうか．一方で，デジタル技術は人びとを管理/監視する傾向

をますます強めるのだろうか． 

こうした問題意識の下，本シンポジウムでは，デジタル技術の活用を前提とした経

済・社会システムが国土・地域構造にどのような影響を及ぼすのかについて展望した

い． 
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地理空間ビッグデータを活用した COVID-19 による地域経済への影響分析 

 

秋山祐樹（東京都市大） 

 
 
Ⅰ はじめに 

 2019 年 12 月に中華人民共和国湖北省武漢市で初めて確認されたとされる新型コロナウイルス

感染症（以下「COVID-19」）は，2020 年 1 月以降には米国，イタリア，イラン，スペインなどで

の患者の急増が確認される状況となり，その後は驚異的なスピードで全世界に拡大し，まさに「パ

ンデミック（世界的大流行）」と呼ばれる状況に陥った（岡部, 2020）．日本も例外ではなく，本稿

執筆時点（2022 年 2 月）においてもその終息は全世界的に見通せない状況が続いている． 
 このようなコロナ禍においてその時空間的な影響を我々に日々伝えたのが，地理空間ビッグデー

タの 1 つである携帯電話の移動履歴に基づいた人々の動き・分布を示すビッグデータ（以下，「モ

バイルビッグデータ」）である．携帯電話端末からは世界中で日々，膨大な数の人々の移動履歴が，

基地局との通信記録，あるいは利用許諾を得たユーザから収集された GPS に基づく高精細な位置

情報として収集・蓄積されている．すなわち，モバイルビッグデータという地理空間ビッグデータ

を用いることで，全世界の人々の時々刻々と変化し続ける動きを把握し続けることが可能である． 
 今回のコロナ禍においてもモバイルビッグデータの以上の特性を活かして，大手マスコミ各社は

モバイルビッグデータから得られた都市全体，あるいは特定の地域（駅周辺や商業地域など）にお

ける人流 1)を感染拡大前と比較するなどして，その増減を日々報道した．また，国もモバイルビッ

グデータに基づいた人流の減少率などを確認できるウェブページを整備し，日々更新している（内

閣官房, 2022）．このようにして幸か不幸か，このコロナ禍を通してモバイルビッグデータは日本

社会に広く認知されるようになったといえるだろう． 
 

 １．モバイルビッグデータを用いた人流の把握とその応用研究 

 モバイルビッグデータを用いた人流の把握は，これまでにも国内外でさまざまな切り口から取り

組まれており，特に都市工学や土木工学の分野を中心にその活用が近年活発に行われている．たと

えば，防災分野では松原（2017）による帰宅困難者の分布把握や，小川ほか（2018）による南海

トラフ地震に伴う津波の人的被害の時空間分布を推定する取り組みなどが挙げられる．また，観光

分野では野津（2016）や Reif and Schmücker（2020）などによる観光客の動態把握やその課題に

関する研究，交通分野では今井・藤岡ほか（2015）による都市空間におけるミクロな交通動態の把

握や，室井ほか（2015）による都市間旅客交通の把握などが挙げられる．このように，特に工学分

野の研究では，モバイルビッグデータを活用した人流の把握がさまざまな側面から行われている． 
 一方，地理学分野においても，モバイルビッグデータの活用は始まりつつある．たとえば，秋山

（2019）による広く地理学分野におけるビッグデータの可能性と将来展望に関する議論や，澁谷

（2020）による観光地理学における観光行動研究の現状とモバイルビッグデータを活用した観光

行動研究の展望と課題についての検討，また田中（2018）によるモバイルビッグデータを含むミク

ロスケールのデータが人文地理学に与える影響についての議論，さらに Erlström et al. (2020)に
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よるモバイルビッグデータの活用により時間的・空間的に詳細な人流データが収集・分析できるこ

とによる人文地理学への影響と今後の展望についての検討などが挙げられる． 
 

 2．モバイルビッグデータを用いた COVID-19 の影響に関する研究 

 さらに，モバイルビッグデータを用いて COVID-19 の拡大に伴う影響の分析を試みた研究もみ

られる．たとえば水野ほか（2020）や西堀ほか（2021）による緊急事態宣言の発令等に伴う人出

への影響の分析や，水野ほか（2021）によるモバイルビッグデータを用いた COVID-19 の感染者

数の空間分布予測などが挙げられる．また，日本と同様に海外においても，たとえば Heiler et al. 
(2020)によるオーストリアにおけるロックダウンに伴う人流の変化の分析や，Sehra et al. (2020)
による米国における政府による行動制限の効果を人流の増減に基づいて定量的に検証する研究な

どが挙げられる． 
 
 3． COVID-19 による経済的影響に関する研究 

 以上のように，モバイルビッグデータという地理空間ビッグデータを活用した COVID-19 の影

響に関する研究は数多く発表されているものの，モバイルビッグデータを用いた「経済的影響」に

関する研究となると，少なくとも報告者による調査では，国内ではもちろんのこと国外においても

現時点ではみられない状況にある．もちろんモバイルビッグデータ用いることなく COVID-19 の

経済的影響を分析した例はすでに存在しており，たとえば柳田（2020）による GDP と貿易額に注

目して世界経済への影響の評価， Ashraf（2020）による各国政府のロックダウン等の感染対策に

よる株式市場への影響分析など，すでに数多くの研究がなされている． 
 

 4． 本研究の目的 

 しかし，以上に挙げた COVID-19 による経済的影響に関するいずれの研究も，国や産業，都道

府県といったマクロな単位における影響評価であり，モバイルビッグデータの時空間的な高精細性

を活かした経済的影響の分析を試みた例はみられない．そして日本では，コロナ禍による人流の減

少に伴い，消費地における物理的な消費（小売，飲食，宿泊等）の減少や，それに伴う企業の倒産

などは広く報じられているが，いつどこでどの程度の消費の増減がみられるのか，またその業種は

何であるか，といった時空間的に高詳細な分析はやはりまだ明らかになっていない．これらを把握

することができるようになれば，国や地方自治体はどの地域が特にコロナウイルスによる影響を大

きく受けており，そしてどの地域にどの程度の経済的支援を実施する必要があるのか，などの具体

的かつきめ細やかな対策を検討することが可能になるものと期待される．そして，以上の現象を把

握するためには，膨大な数の人々の動きを連続的（時系列的）に把握し続けることで人流の増減を

把握し，同時に人々の外出に伴う消費額の増減を推定する技術を開発する必要がある． 
 そこで本研究では，モバイルビッグデータとさまざまな既存統計を組み合わせることで，以上の

課題を達成するための技術を開発するとともに，その成果の紹介と現状の課題について議論する．

なお，本稿の内容は現在も研究途上の内容である．そのため，今後の研究の進捗によって結果が大

きく異なってくる可能性がある点についてご理解いただきたい． 
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Ⅱ 手法の概要 

 本章では本研究で用いるモバイルビッグデータについて紹介するとともに，本研究で開発した

人々の外出に伴う消費額の増減を推定する技術について紹介する．なお，本稿では紙面の都合上，

第 1図に沿って手法の概略のみを説明する． 
 

 
第１図 本研究で開発する手法の概略 

 

 1． 本研究で使用したモバイルビッグデータ 

 本研究で使用したモバイルビッグデータは LocationMind株式会社の「LocationMind xPop」と

呼ばれるデータである．「LocationMind xPop」データは，NTT ドコモが提供するアプリケーショ

ン 2)の利用者より，許諾を得た上で送信される携帯電話の位置情報を，NTT ドコモが総体的かつ

統計的に加工を行ったデータである．位置情報は最短 5 分毎に測位される GPS データ（緯度経度

情報）であり，個人を特定する情報は含まれない．分析の期間は COVID-19 の影響が現れる前の

2019 年 1 月～12 月および，COVID-19 の影響が現れる 2020 年 1 月～2021 年 3 月の日本全国の

データとした． 
 
 2． 各ユーザの滞留点抽出 

 まず，モバイルビッグデータの各ユーザの滞留点の抽出を行う（図 1 の①に対応）．同データか

らは各ユーザの GPS 移動履歴に基づき，各ユーザの ID と GPS の測位時間および測位地点（経

度・緯度）を把握可能である（以下，各測位時間と測位地点のことを「観測点」と呼ぶ）．一方，

それ以外の情報は個人特定をできないようにするために一切含まれていない．そこでまず， 
Apichon et al. (2013)や Akiyama et al. (2016)の手法を参考に，時空間的に近接した観測点同士の

集合の座標重心を「滞留点」とした．また，滞留点のうち就寝時間帯とみられる深夜に頻繁に滞在

していた地点を「居住地」，居住地に向かっての出発行動が頻繁にみられる地点を「勤務地」とし，

その周辺に分布する滞留点に居住地および勤務地の分類を与えた．そして，居住地や勤務地として
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判定されなかった滞留点を「その他の滞留点」と分類した．その他の滞留点は居住地や勤務地に滞

留する以外の目的で居住地や勤務地以外の場所で滞留していることを意味しており，これはすなわ

ちこれらの地点で何かしらの消費行動を行っていることが期待できるといえる．そこで本研究で

は，これらを「消費地点」と呼ぶものとする． 
 

 3．各ユーザの消費地点における消費額の推定 

 続いて，以上の手法でモバイルビッグデータから抽出したすべての消費地点における，消費行動

に伴う消費額の推定を行う（図 1 の②・③に対応）．まず，各ユーザの居住地が明らかになってい

るため，国政調査（2015 年）と住宅・土地統計調査（2018 年）より推定した町丁字等ごとの平均

年収を，各ユーザの居住地に基づいて配分する．なお，町丁字等ごとの平均年収の推定方法は山中

ほか（2021）を参照されたい．次に，各ユーザの推定年収に応じて現実空間における消費行動以外

の消費を推定し，現実空間，すなわち消費地点において消費可能な消費額を推定する．なお，本研

究で想定している現実空間以外での消費とは，電子商取引，貯蓄，返済，証券等の金融資産の購入，

家賃および住宅ローン，光熱水道費，通信費，教育費とした．さらに，これらを差し引いた後の金

額を消費地点における「消費可能額」として，消費地点の滞留時間を重みにして按分する．ただし，

実際の消費行動は地域や季節，またマクロ経済の動向などの影響も受けるため，家計調査を用いて

2019 年～2021 年の都道府県ごと年収区分ごとの各月の消費動向を取得し，消費可能額をさらに月

ごとおよび消費品目（小売・飲食・宿泊の別）ごとに分割した後に，月ごとの消費可能額を消費地

点の滞留時間を重みにして按分した．以上の処理により，すべての消費地点における小売・飲食・

宿泊ごとの消費額の推定を行うことができた． 
 

 4．地域メッシュ単位の消費額推定 

 最後に，地域メッシュ単位で消費額の推定を行う（図 1 中④に対応）．消費地点をもつ地域メッ

シュ（本研究では 3次メッシュと 4次メッシュ単位）ごとに，そこに含まれる消費地点がもつ消費

額を合計することで，メッシュごとの消費額を算出した．集計の際は年単位，月単位，週単位で集

計を行った．また，業種別（小売・飲食・宿泊）の集計も行った． 
 

Ⅲ 結果 

 本章では，Ⅱ章で得られた成果から得られた COVID-19 による経済的な影響を時空間的に分析

した結果について紹介する．なお紙面の都合上，本稿では限られた内容のみの紹介とする． 
 

1．日本全国を対象とした消費額の時系列変化 

 第 2図にコロナ禍に晒された 2020 年から 2021 年 3 月の消費地における月ごとの消費総額に対

する，コロナ禍前の 2019年の月ごとの消費総額の比を全業種および業種別に集計した結果を示す． 
まず，総額をみると，第 1波および 1回目の緊急事態宣言の期間に消費額が減少しており，特に

2020 年 5 月は前年度比で約 78%となっていた．その後，2020 年 6 月にはいったん前年度に近い

水準に回復するものの，第 2波に向けた新規感染者の増加の影響か，2020 年 8 月までは前年並み

の回復には至っていない．2020 年 9 月以降は，新規感染者数の減少と Go To トラベルキャンペー
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ンの影響でほぼ前年並みに回復した．2021 年 1～2 月は，第 3 波と 2 回目の緊急事態宣言を受け

て，消費額が再度大きく落ち込んだ．しかし，緊急事態宣言中の 2021 年 3 月には 2019 年の水準

に回復していることから，2回目の緊急事態宣言の効果が 1回目と比べて小さくなっているものと

考えられる． 
 続いて，業種別の結果を考察する．飲食業は 2020 年～2021 年 3 月の全期間で 2019 年よりも小

さくなっており，特に 2020 年 5 月と 2021 年 1 月の減少が顕著である．これはいずれも緊急事態

宣言に伴う営業自粛や時短営業が影響しているものと予想される．宿泊業は飲食業以上に大きな影

響を受けており，2020 年 1～2 月を除くすべての期間を通して 2019 年の半分以下となっている．

Go to トラベルの期間はわずかに回復しているものの，2019 年の水準には遠く及ばない結果とな

っている．一方，小売業は，緊急事態宣言や各波のピーク前後を除くと概ね 2019 年並みであり，

特に Go to トラベルキャンペーン期間中は 2019 年以上の水準となっている．この結果から，Go 
To トラベルキャンペーンは日帰り旅行への一定の効果があったものの，宿泊を伴う旅行を十分に

回復させるには至っていないものと考えられる． 

 

第 2 図 コロナ禍前の 2019 年とコロナ禍に晒された 2020 年および 2021 年の 

消費地における消費額の総額の変動（日本全国の月ごとおよび業種ごとの集計値） 

 

 2．2019 年（平常時）と 2020 年（コロナ禍）における消費額の地域差 

 続いて，2019 年（平常時）と 2020 年（コロナ禍）の消費額の地域差を，日本全土を対象に明ら

かにした．前述の結果から，特に飲食業と宿泊業で大きな影響が出ていることが分かったため，本

稿ではこれら 2 つの業種の結果を紹介する．第 3図に飲食業，第 4図に宿泊業のそれぞれ 2020 年

1 年間の消費額と 2019 年 1 年間の消費額の比を 3次メッシュ（1km四方メッシュ）で集計した結

果を示す． 
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第 3 図 2020 年 1 年間の消費額と 2019 年 1 年間の消費額の比を 3 次メッシュ集計した結果（飲食業） 

 

 
第 4 図 2020 年 1 年間の消費額と 2019 年 1 年間の消費額の比を 3 次メッシュ集計した結果（宿泊業） 
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まず，飲食業は概ね多くの都市圏において，中心市街地やその周辺の繁華街において中央値（0.64）
以下まで大きく減少した地域が分布しており，郊外に向かうにつれてその減少幅が小さくなる傾向

にあることが分かった．中心市街地には夜間から深夜にかけて営業を行う飲食店が数多く分布して

おり，これらの店舗が時短営業の営業を受けたことから，このような結果となったものと考えられ

る．また，緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が長期間適用されていた東京や京阪神の都市圏と

比較して，地方都市ではその減少幅は小さく，特に地方都市の郊外では 2019 年の水準と同程度の

メッシュも散見された．とはいえ，全国のいずれの都市の郊外においても 2019 年と水準と比較し

て減少となっているメッシュが多いことから，飲食業への影響は都市や地域によってその程度に違

いが見られるものの，全国的であったことが分かった． 
 次に，宿泊業は地域による違いがはっきりと現れる結果となった．まず関東甲信越地方，北陸地

方，近畿地方，中四国地方，九州・沖縄地方では 2019 年比で 50%以下となるメッシュがほとんど

を占めており，宿泊業への影響が大きく現れていることが分かった．一方，北海道地方，東北地方，

東海地方では前述の地域と比べるとその影響は小さく，特に北海道地方では 2019 年並みの水準と

なったメッシュも数多くみられた．このような地域差がはっきりと現れた理由は現時点ではまた検

証中であるが，月毎や週毎の時系列変化の分析を地域別に進めるとともに，緊急事態宣言や Go To
トラベルキャンペーンの時期との関連もみていくことで，その原因を明らかにできるものと期待さ

れる．  
 

 3．特定の地域に着目した消費額の時系列変化 

 本稿で開発したデータを用いることで，特定の地域を抽出して品目別の消費額の時系列変化を把

握することも可能である．ここでは夜間営業の自粛等の影響や Go to トラベルキャンペーンの影響

を大きく受けたと考えられる大都市の繁華街と観光地に着目する． 
 まず，第 5 図と第 6 図にそれぞれ東京都新宿区の歌舞伎町地区と札幌市のすすきの地区におけ

る，2020 年から 2021 年 3 月の月ごとの消費総額に対するコロナ禍前の 2019 年の月ごとの消費 

  

 
第 5 図 コロナ禍前の 2019 年とコロナ禍に晒された 2020 年および 2021 年の 

消費地における消費額の総額の変動（東京都新宿区歌舞伎町地区：月ごとおよび業種ごとの集計値） 



 

 13 

 

 
第 6 図 コロナ禍前の 2019 年とコロナ禍に晒された 2020 年および 2021 年の 

消費地における消費額の総額の変動（北海道札幌市すすきの地区：月ごとおよび業種ごとの集計値） 

 

総額の比を全業種および業種別に集計した結果を示す．いずれの地区においても第一波の期間であ

る 2020 年 4～5 月にすべての業種において消費額を大きく減らしているが，歌舞伎町では 4 月に，

すすきのでは 5 月に影響が最も大きく出ているという違いがみられた．また，すすきのの方が第一

波の影響からの回復が堅調であり，特に宿泊業は歌舞伎町では第一波以降回復できずにいる一方，

すすきのは他の業種の変動と連動して回復していることも明らかとなった．このように，同じ繁華

街でも地区によってコロナ禍の影響の出方に大きな違いがみられることが分かった． 

続いて，第 7図と第 8図にそれぞれ東京ディズニーリゾートと伊勢神宮（内宮）の鳥居前町であ

るおはらい町における，第 5図・第 6図と同様の集計を行った結果を示す．まず，東京ディズニー

リゾートは第一波，第二波の影響を大きく受けたことが分かる．特に第一波の際は 2020 年 3 月～

6 月にディズニーランド，ディズニーシーともに終日休園，4 月 1 日からはディズニーホテルの臨

時休館の措置が実施されたため，その影響が顕著に現れる結果となった．また，2020 年 7 月の営

業再開以降も 1 日の入園可能人数を設定するなどの感染予防措置を継続したことから，2020 年は

2019 年の消費額の水準を回復することはできず，2021 年 1 月の第二波で再び大きく消費額を減

らす結果となった． 
一方，おはらい町では第一波の影響は受けたものの，特に 2020 年 10～11 月には 2019 年を大

きく超える消費額となった．これは Go to トラベルキャンペーンによる結果と考えられ，特に 2020
年 11 月には宿泊業も 2019 年の水準に回復している点は注目に値するだろう．また，第二波のピ

ークである 2021 年 1 月には再び全業種で消費額が大きく減少するものの，その 2ヶ月後の 3 月に

は宿泊業以外は 2019 年の水準に回復していることも分かった．このように，同じ観光地でも地区

によってコロナ禍の影響の出方に大きな違いがみられることが分かった． 
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第 7 図 コロナ禍前の 2019 年とコロナ禍に晒された 2020 年および 2021 年の 

消費地における消費額の総額の変動（東京ディズニーリゾート：月ごとおよび業種ごとの集計値） 

 

 
第 6 図 コロナ禍前の 2019 年とコロナ禍に晒された 2020 年および 2021 年の 

消費地における消費額の総額の変動（伊勢神宮（内宮）おはらい町：月ごとおよび業種ごとの集計値） 

 

Ⅳ 今後の課題 

 本研究で提唱した手法およびデータには依然として，解決を図るべき以下の課題が残っている．

まず，信頼性を検証する方法を検討する必要がある．ここでいう信頼性の検証とは，モバイルビッ

グデータから推定される消費額や COIVD-19 による経済的影響の確からしさを，国や都道府県単

位といった空間的にマクロ的な単位で検証するだけでなく，地域メッシュ単位という空間的にミク

ロな単位で検証するという意味である．マクロ的には消費者白書から家計消費総額の推移を把握し

たり，家計調査や消費動向調査などから品目別の消費動向の変動を把握したりすることは可能であ

る．しかし，ミクロな単位で以上の値を把握できる統計は存在しない．そこで，マクロスケールの

総額との整合を確認しながら，地方自治体や民間の調査会社等が実施しているサンプル的な調査・

統計も用いてそれらとも同時に整合を確認することで全体の信頼性を検証し，同時にキャリブレー
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ションを行っていくことで，信頼性の向上を検討したい． 
 また，本稿時点の手法では，消費地そのものの地理的特性を考慮に入れた消費額の按分は実施で

きていない．ここでいう消費地の地理的特性とは，あるメッシュにおいて特定の消費行動が可能な

施設が分布しているか否かという意味である．たとえば，多くの消費が行われていると推定される

メッシュがあったとしても，実際にはそのメッシュに飲食店が全く存在していない場合，飲食行動

を行うことができず，飲食に伴う消費行動は発生しないはずである．すなわち，メッシュごとに飲

食，小売，宿泊に伴う消費を行うことが可能か否かを考慮することで，より現実に即した結果を得

られるものと期待される．これはメッシュごとの業種別事業所数が把握できる経済センサスを使用

したり，デジタル電話帳をメッシュ単位で集計したりすることで実現可能であると期待される． 
 さらに，本稿手法で使用しているモバイルビッグデータは基本的に日本国内の人々の移動データ

であるため，インバウンド消費は考慮することができない．鈴木（2019）によると 2017 年のイン

バウンド消費額は日本全国で 3兆 5,253億円であり，2017 年の商業動態統計における日本全国の

小売販売額である約 142 兆円と比較すると約 2.48%であることから，マクロ的にはインバウンド

消費の影響は微々たるものといえるが，海外からの旅行客の割合が多い観光地などではこの影響は

無視できないかもしれない．インバウンド消費をどのように盛り込んでいくかも今後の重要な課題

である． 
 
Ⅴ おわりに 
 以上のように，本研究で提唱したデータを用いることで，COIVD-19 による経済的影響の時空間

分析が可能になりつつある．本研究の手法と成果は，依然として数多くの改善点はあるものの，モ

バイルビッグデータを用いることで人流の詳細な時空間的な変化だけでなく，それに伴う消費行動

の時空間的な分布の変遷を把握可能にしたことで，モバイルビッグデータの新しい活用方法を提唱

するだけでなく，今後の関連する地理学分野（経済地理学，都市地理学，交通地理学など）にも，

モバイルビッグデータの活用方法の大きなヒントを与えることになるものと期待している． 
 また，本研究で得られるデータの用途は，COIVD-19 による経済的影響の時空間分析のみなら

ず，さまざまな経済的インパクトの分析に応用できる．特に既存の各種経済統計にはない大きな利

点として，時間的にも空間的にもその粒度が非常に細かいことが挙げられる．この利点から，たと

えばある特定の日時に発生したイベント（祭り，コンサート，スポーツ大会，災害など）に伴う経

済的な影響を，ある特定の領域（町丁目，街区，商業地域，商業施設など）にフォーカスしてモニ

タリングすることが可能になる．このような成果は地理学を含むさまざまな分野の研究者にとって

有益な基礎的データとなるばかりでなく，国や自治体にとってはさまざまな経済政策の立案や評価

に活用可能であり，また民間企業にとっては各種マーケティング分析（出退店計画，商圏分析，広

告戦略，各種イベント・キャンペーン企画作成）などに広く活用されることが期待される． 
 そのため，我々が目指す本研究の究極的な目標は，ほぼリアルタイムに更新される超高精細な経

済統計＝「ダイナミック経済センサス」の実現である．時空間的に高い粒度で日々更新され続ける

経済統計の実現は，地理学分野に留まらず経済統計を使用する産官学ありとあらゆる領域の取り組

みのあり方を大きく変える可能性を秘めている．モバイルビッグデータをはじめとする地理空間ビ

ッグデーはこのような大胆なパラダイムシフトを実現できる可能性を秘めている． 
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 なお，本稿では紙面の都合からモバイルビッグデータというビッグデータを活用した研究にフォ

ーカスしたが，近年では秋山（2019）でも紹介したように地理学分野においても有用な多種多様な

ビッグデータが利用可能になりつつある 3)．そして，日本政府や日本の地方自治体もこれらを活用

したプランニングを推進するための政策として，スマートシティや EBPM4)の取り組みを産官学の

力を結集して加速させ，自治体のデジタル・トランスフォーメーション（DX）を実現しようとし

ている（秋山，2022）．少子高齢化と生産年齢人口の減少，また熾烈な国際競争に晒され，同時に

解決が困難なさまざまな地域課題に直面している日本各地の自治体は，DX によりこれらの課題解

決に取り組もうとしているが，その取り組みは一部の自治体で先行的に進められているものの，ま

だまだ全国的な動きには至っていない．これは，現時点ではまだビッグデータの有用性や DX の必

要性を，自治体内の意思決定者から自治体職員までが十分に理解できていないことや，これらを用

いて自治体内の業務や意思決定のプロセスをどのように変えるべきか，という既存のやり方に囚わ

れない「マインドシフト」が難しいためであると考えられる．そのため，このような取り組みを推

進するためには，自治体が単体で取り組むのではなく，産官学民が連携して各々の力を結集するこ

とが肝要となるだろう．その際には地域の現在，過去，未来の全体像を俯瞰的かつ複合的に把握す

ることに長けた地理学者の参画は不可欠である．つまり，地理学分野の研究者もこのような世の中

の変化を敏感にキャッチアップし，産官学民と広く連携しながらビッグデータを活用した研究を蓄

積していくことで，急速に発展し続ける「デジタル時代」に真に社会に必要とされる地理学であり

続けることができると期待できる． 
 最後に，今後もますます高度な技術や，豊富なデータが登場し続けることは確実であるが，結局

最も重要なのはそれらを扱う「人」である．日本の未来は産官学民を成す「人」がいかに DX への

マインドシフトを成し遂げられるかにかかっている．報告者はこれを「HX（Human 
Transformation）」と呼んでいる．これからの地理学は HX による産学官民の連携と，他の学問分

野との連携によって産まれるシナジーによってますます発展していくものと期待している． 
 

本研究は LocationMind 株式会社との共同研究の成果である．また，本研究は JSPS 科研費 
19K21660 の助成を受けた．ここに記して謝意を表したい． 
 

注 

1) ある特定の地域における人の分布・動きの総量のことをいう． 
2) ドコモ地図ナビサービス(地図アプリ・ご当地ガイド)等の一部のアプリケーション． 
3) 著者らは特に高精細な位置情報や時間情報を保有する地理空間情報のことを総称して「マイク

ロジオデータ」と呼んでいる． 
4) Evidence Based Policy Making（証拠に基づく政策立案）のこと．日本政府は EBPM を「経

済社会構造が急速に変化する中，限られた資源を有効に活用し，国民により信頼される行政を

展開することを目指すための取組」としている． 
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社会のデジタル化と観光のデジタル化－群馬県草津温泉の事例を中心に－ 

 

福井一喜（流通経済大） 

 
 
Ⅰ はじめに 

 デジタル化は地域の地理的環境をいかに超越し，社会経済の新たな空間システムをいかに編成す

るのだろうか． 
 地理学では以前から ICT（情報通信技術）を用いた非接触型コミュニケーションの利用が地域や

産業，経済に与える影響を論じてきた．1990 年代にはインターネットの商業化と普及で，長年の

社会的・空間的構造へ一様に大規模な変革が生じると期待されたが，現実の変化は複雑で多様とい

う見方が一般的である（Zook and Shelton, 2017）．日本の情報地理学も，ICTが地域の地理的環

境を完全に超越して，完全に「フラット」にビジネス立地や居住地を選択可能になるというような

技術決定論を退けてきた（荒井, 2005; 和田, 2008; 中村, 2019）．デジタル化がある種の「自由」

をもたらすとしても，そこには一定の地理的な束縛がつきまとうことは無視できない．いかなる地

理的環境がデジタル化を阻害ないし促進するか，それが何を意味するかは，引き続き検討されるべ

き課題である． 
 一方で近年，アメリカ発のメガベンチャーを中心に，少数の多国籍企業が独占的な地位を得る

「デジタルプラットフォーム」の問題が知られている．検索サイトや動画配信のサブスクリプショ

ン，クラウドによる SaaS（Software as a Service）など，デジタル化のなかでローカルな空間や

国境を超えたビジネスが拡大しており，さまざまな領域で寡占や独占を生じつつあることが地理学

で問題視されている（Doorn and Badger, 2020; Fields 2020; Graham, 2020; Sadowski, 2020な
ど）．今日のデジタル経済は，デジタルプラットフォームの存在を考慮に入れて理解せねばなるま

い． 
 アルゴリズムによる管理技術など，デジタル化は新たな束縛をもたらす恐れもある（ライアン, 
2002; バウマン・ライアン, 2013; 森, 2018）．デジタル技術の導入には，企業や人々の経済活動を

より「自由にしていく動き」と「束縛していく動き」が併存しており，それは地域をめぐる自由と

束縛の再編成として捉えられる（福井, 2020a）．デジタルプラットフォームの拡大は，そもそもデ

ジタル化は企業や私たちをより「自由」にするのかという疑義を改めて私たちに抱かせる． 
 ただし，デジタル化の様相や意義は産業や地域によって多様性がある．代表例として，医療サー

ビスにおける ICT導入では，地域の医師会や薬剤師会といったアクターと ICT との関係を考慮に

入れる必要性が示されてきた（中村, 2019）．折しも新型コロナウイルス感染症（COVID-19）でリ
モートワークが広がる過程で，業種や職種，さらには地域によってデジタル化には向き不向きがあ

ると一般的にも広く体感された． 
 産業の中でも観光産業はデジタル化や ICT の導入が比較的早期から進み，さらなるデジタル化

が期待されている．その詳細は後述するが，報告者は観光産業のデジタル化の可能性と矛盾や，観

光が地域間の経済格差を再生産するメカニズムについて，観光の経済的性質に留意しながら検討し

てきた（福井, 2015, 2017, 2020b, c, 2021, 2022）．とりわけ群馬県の草津温泉をフィールドに，そ
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の伝統的な観光産業集積の地理的環境が，デジタル化をめぐっていかに再編されるかに注目してき

た． 
 本報告でも群馬県の草津温泉における観光産業集積の事例分析を中心に，観光のデジタル化が地

域に何をもたらすのかを，デジタルプラットフォームの台頭をめぐる状況と観光の経済的性質に注

目して検討する． 
 

Ⅱ 社会のデジタル化：デジタルプラットフォームをめぐる議論 

 １．デジタルプラットフォームの規制と利便性 

 デジタルプラットフォームを網羅的に定義するのは難しいとされるが１），一般的に「GAFA」
（Google（Alphabet）, Amazon, Facebook（Meta）, Apple）や「BAT」（Baidu, Alibaba, Tencent）
を中心とした企業やサービスはよく利用されている（第１表）．デジタルプラットフォームはデジ

タル経済における生産・流通・消費のプロセスにおいて不可欠的な仲介者，あるいは舞台として機

能している（OECD, 2019; UNCTAD, 2019; 総務省, 2021）． 
 

第１表 主なデジタルプラットフォーム（総務省） 

 

資料：総務省（2019）をもとに作成． 
 

 その影響力を背景に，デジタルプラットフォームの規制はアメリカ発の多国籍企業をめぐる国際

問題と化している．EUでは，デジタルプラットフォームに対する独占禁止法違反での摘発が行わ

れ，すでに日本円で一兆円以上の制裁金が課されている．2018 年には「一般データ保護規則」

（GDPR）が施行され，個人データの収集と利用の規制が強化されたことで，ビジネスに大きな影

響が生じた２）．EUでは他にも著作権侵害やテロ関連コンテンツへの対応などさまざまな対策義務
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を企業に課すなど（経済産業省・公正取引委員会・総務省, 2018），デジタルプラットフォームをめ

ぐる国際政治経済は保護貿易の様相を呈しつつある（OECD, 2019）． 
 デジタルプラットフォームの価値源泉の一つは，自らが所有するアルゴリズムによるデータの蓄

積と処理能力にある．アルゴリズムの中身は企業秘密であるため，デジタルプラットフォームには

カルテルやフェイク情報を含む市場の操作性や不透明性の問題がつきまとう（OECD，2019）．そ

のためアメリカですら，Google と Facebook が反トラスト法で提訴され，またカリフォルニア州

では独自に「カリフォルニア州消費者プライバシー法」（CCPA）によって個人データの規制が進ん

でいる．日本でも検索順位の決定方法などに関する情報開示や報告義務を課す「デジタルプラット

フォーム取引透明化法」が 2021 年 2 月に施行されるなど３），デジタルプラットフォームは規制の

コントロール・ポイント４）として扱われ，政策的に取引の透明性や公正性を高めることが求められ

ている． 
 またデジタルプラットフォームには，デジタル技術を用いた「責任回避」の手法があるという批

判もある．情報地理学者のグラハムは配車サービスの Uber を例に，同社は世界各国の現実の都市

空間の交通インフラや労働者に依存しているのに，契約ドライバーの低収入が批判されても，自ら

は「テクノロジー企業」であってアルゴリズムを提供しているだけだという立場をとって責任を放

棄していると指弾する．彼は「プラットフォームは，報酬を集中させるために自らをローカルに結

びつけ，責任を放棄するときには儚いデジタルの二重構造に退避できる」と説明する（Graham, 
2020）． 
こうした社会情勢がある中で，しばしばデジタルプラットフォームの問題は，アルゴリズムによ

る「支配」というような，技術決定論的でディストピア的な見方がされやすい（Fields, 2020)．し

かしデジタルプラットフォームがさまざまな利便性をもたらしたのも事実である．OECD や国連

貿易開発会議（UNCTAD）のレポートでも，デジタルプラットフォームの利用を通して，それま

で競争力をもてなかった中小企業も成長のチャンスを得られるなど，市場再編が進んでいると考え

られている（OECD, 2019; UNCTAD, 2019）．また既存市場の再編だけでなく，民泊やフードデリ

バリーなど，新たな消費手段や商品，サービス，市場が創出されたことも評価される（Zook and 
Shelton, 2017）．OECDは，20 の分野に分けて主なデジタルプラットフォームを挙げている（第

２表）５）．観光産業も含まれているこの表は，日本で無名のものも含め，いかに多様な分野でデジ

タルプラットフォームが利用されているかを示している． 
 さらに，デジタルプラットフォームによる「支配」の議論では，「社会のグーグル化」（ヴァイデ

ィアナサン, 2012）のように，特定の既存企業の影響力が問題視されやすい．しかし，デジタルプ

ラットフォームは「より優れたサービスを提供する参入者が既存企業を短時間で駆逐しやすくする

要因」（OECD, 2019, p.25）も有している．もし，魅力的な新規参入プラットフォームが多くのユ

ーザーを惹きつけた場合，競合する既存企業のネットワーク効果は急速に減じられる．既存のデジ

タルプラットフォームが必ずしも盤石な支配力を持続的に保てるわけではない（OECD, 2019; 総
務省, 2021）．Googleでも提供終了に追い込まれたサービスは少なくない．デジタルプラットフォ

ームをめぐる状況は流動的である． 
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第２表 主なデジタルプラットフォームとその分野（OECD） 

 
      資料：OECD（2019）をもとに翻訳，修正して作成． 

 

 ここにあるのは，規制と競争力や利便性とのジレンマである．Graham（2019）が指摘するよう

に，デジタルプラットフォームは，コントロールするには大きすぎ，規制するには新しすぎ，抑圧

するには革新的すぎる（too big to control，too new to regulate，too innovative to stifle）のであ

ろう(p.456)．デジタルプラットフォームの社会的影響を理解するには，影響力の強さを単に批判す

るだけでなく，功績や利便性も評価する必要がある． 
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 ２．データ，コード，アルゴリズムと空間 

 その功績や利便性を論じる上で避けられないのがデジタルデータの役割であろう．現代経済にお

いてデジタルデータは重要な意義をもっている．世界の時価総額上位 20企業の業種の変遷をみる

と，2009 年には「Technology and consumer services」「Financial services」「Oil and gas」がそ

れぞれ 16％，18％，36％を占めたが，2019 年には「Technology and consumer services」だけで

56％を占めるようになった（第１図）．しばしば「21世紀の石油」といわれたデジタルデータには，

ある意味で石油以上の経済価値が認められている（Sadowski, 2020）６）． 
 

 

第１図 世界の時価総額上位 20 社の業種 

資料：UNCTAD（2019）を一部修正して作成． 

 

 デジタルプラットフォームは AIやアルゴリズムを用いて半自動的にデータを収集する．そのデ

ータは「データ資産」として，機械学習やディープラーニングの材料になり，AI やそのアルゴリ

ズムはさらに最適化される．結果としてデジタルプラットフォームはより効率的にユーザーから利

用料を得るとともに，そのデータ駆動型の効率化のプロセス自体が，運営企業の金融市場における

経済価値を向上させる（Ritzer and Jurgenson, 2010; Rey, 2012; Doorn and Badger, 2020; 
Sadowski, 2020）．デジタルプラットフォームは利用者が増えると，データ資産が増大してプラッ

トフォームの利便性だけでなく金融価値も上昇するという「二重の価値」を有している．デジタル

プラットフォームが従前の ICT一般と異なるのは，デジタル技術と金融技術を組み合わせながら，

資産化や囲い込みの強力な設計をもつ点である（OECD，2019；UNCTAD，2019; Doorn and 
Badger, 2020; Sadowski, 2020）．自らが扱うデジタルなデータ資産を生かすのが，デジタルプラ

ットフォームの特質である． 
 それゆえデジタルプラットフォームやそれに依拠したデジタル経済の様相は，デジタルデータや

アルゴリズム，（プログラム）コードの意味を視野に入れて検討する必要がある． 
 情報地理学者の Kitchin と Dodgeは，2011 年の著書『CODE/SPACE』において，空間の生産

はますますコードに依存し，コードによって空間が生産されるという見方を打ち出した．地理学に

おいてこうした状況は批判的に捉えられると同時に，コードやアルゴリズムは地理的空間のいかな

る位相を改変できないのか，コードやアルゴリズムやそれを運用する企業に対して，現実の地理的

空間はいかに対抗できるのかが探求されている（Kitchin and Dodge, 2011; Walf, 2017a, b; Fields, 
2020; Graham, 2020;）． 
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 それに関して，データやコード，アルゴリズムは秘匿性や操作性，不透明性によってブラックボ

ックス化されるという性質をもつが（OECD, 2019），必ずしも客観的ないし科学的に存在するも

のではなく，社会的あるいは政治的に位置づけられた存在と考えられている（Kitchin, 2017a）．
技術社会研究者として知られるダナ・ボイドらは「大規模なデータセットは，これまで不可能だっ

た洞察を生み出すことができる高度な知性や知識を提供するものであり，真実性，客観性，正確性

を備えているという広い信仰（widespread belief ）」があると，デジタルなものの「神話」

（Mythology）を看破する（下線は引用者による．Boyd and Crawford, 2012）．そこで，このデジ

タルプラットフォームやデータ，アルゴリズムの「非絶対性」という観点から，いくつかの論点を

具体化しておく． 
 
 ３．デジタルプラットフォームをめぐる論点 

 第一に，デジタル技術は必ずしも絶対的に企業や人々を支配できるわけではない．デジタルなも

のと空間との関わりの議論には，デジタルなものによる「ディストピア的」な支配という思想や，

「アルゴリズムによるヘゲモニー」「ブラックボックス社会」といった感覚が反映されがちである

（Fields, 2020; Ferrari and Graham, 2021）．しかし，アルゴリズムは人に影響を与えるが，アル

ゴリズムに人が影響を与えることもある（Bucher, 2017）．たとえば AIが「おすすめ」してくる商

品を無視したり，より「まともな商品」が「おすすめ」されたりするように，自分の検索履歴や閲

覧履歴を操作する，プロフィールを偽装するなど，アルゴリズムの仕組みを逆手に取って，ユーザ

ーが自分に有利になるようにサービスを利用することは，必ずしも珍しいことではないし，特別な

技術的知識が必要でもない７）． 
 現代の空間はコードやアルゴリズムと強く結びついているが，必ずしも完全なヘゲモニーは成立

せず，むしろ転覆行為（subversion）の可能性に開かれている（Kitchin and Dodge, 2011; Graham, 
2020; Ferrari and Graham, 2021）．アルゴリズムの力は本質的に部分的なものでしかない

（Ferrari and Graham, 2021）．企業も人々も多くの場合，デジタルプラットフォームに支配され

ているのでも無視しているのでもなく，いろいろな文脈の中で「うまく付き合っている」というの

が現実ではなかろうか． 
 それゆえ第二に，アルゴリズムを提供するのが少数のデジタルプラットフォームであっても，ア

ルゴリズムとの出会い方は均一ではない．人々や企業，組織は，それぞれ異なる状況や文脈の中で

アルゴリズムと関わっている（Bucher, 2017; Xu, 2017）． 
 たとえば Doorn and Badger（2020）は，スマートフォンや PC の OSがアップデートされる度

に，アプリ運営者も合わせてアップデートが必要になることを指摘する．その作業は，大規模な技

術チームをもつ企業にとっては比較的容易だが，そうでない企業にとっては大きな課題となる

（Doorn and Badger, 2020）．実際，私たちはアップデートについていけずに消えていったアプリ

やサービス，サポート期限切れの OSが使用され続けているシステムが無数に存在することを経験

的に知っている． 
 Kitchin と Dodge が指摘したように，コードと空間の関わりは必ずしも包括的かつ計画的に作

られるものではなく，ソフトウェアの更新作業や，ライセンスや価格構造の変更，それらへの法的，

経済的，社会的な対応によって「その場しのぎで進化してきた」面がある（Kitchin and Dodge, 
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2011）．デジタルプラットフォームを利用する企業や人々は，そうした技術のアップデートに必ず

しも完全に追随できないなかで，何らかの方法でどうにか「やりくり」して経済活動を続けている

というのが，一つの現実であろう． 
 最後に，デジタルプラットフォームそのものの多様性である．GAFAや BATはよく知られてい

るが，各社の事業領域や収益構造は全く異なる（第２図）．Amazon が電子商取引を収益源とする

のに対し，Google，Facebook（Meta）の収益源は広告である．Apple の収益源はハードウェアで

あり，事業領域は根本的に異なる． 
 

 
第２図 GAFA・BAT の売上高の内訳（2018 年） 

資料：三菱総研（2019）より作成． 

 

 また第３表は，世界の主なデジタルプラットフォームが提供している商品領域と，その利用者に

課している手数料の一覧である．限定的なデータではあるが，世界のさまざまな地域でさまざまな

商品が扱われ，手数料の多寡や形式も多様であることがわかる．デジタルプラットフォームについ

ては，それぞれのビジネス特性や事業領域の特性に留意した分析が必要といえる． 
 これらが意味するのは，デジタル経済の在り方は，業界や地域，時期によって多様で，一概に把

握するには複雑だということである．それゆえ Kitchin（2017b）による，アルゴリズムの多様な

文脈を踏まえたケーススタディが必要という主張は報告者も支持できる．デジタルプラットフォー

ムと空間や地域との関わりは，特定の社会的，経済的，空間的，時間的文脈を捉えたケーススタデ

ィに基づいて総合的に把握する必要がある． 
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第３表 主な世界的なデジタルプラットフォームの手数料 

 

   資料：UNCTAD（2019）をもとに翻訳，修正して作成． 

 
 以上をまとめよう．主な論点として，企業や人々が，経済活動の「デジタルではない部分」や地

理的環境との関わりの中で，①デジタルプラットフォームによる「支配」をいかに回避しているか，

②逆にいかに「その場しのぎ」でデジタル化しているか，③それらにデジタルプラットフォーム自

体やその事業領域の特性がどのような意味をもつかの３点が挙げられる．報告ではこれらの論点か

ら観光のデジタル化と群馬県草津温泉のケーススタディを行う． 

 

Ⅲ 観光のデジタル化：期待と現実 

 観光のデジタル化は急務とされている．観光庁の「観光ビジョン実現プログラム 2019」では，

訪日外国人獲得のためのデジタルマーケティングや，Wi-Fi 環境やMaaS（Mobility as a Service）
の整備などが主要施策として挙げられた８）．また昨今は，COVID-19対策も含めて，観光庁は「観

光 DX」（デジタルトランスフォーメーション）の推進による消費拡大も打ち出している． 
 企業でも，もともと宿泊業では CRS（Central Reservation System）と呼ばれる予約管理シス
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テムが利用されてきた（中谷・清水, 2017）．さらにデジタル化を推進する著名企業として「星の

や」や「元湯・陣屋」はセールスフォース・ドットコムやアマゾンウェブサービス（AWS），キン

トーンといったクラウドコンピューティングを活用していることが知られている． 
 デジタル化の中でも筆者が論じてきたのが，観光産業におけるデジタルプラットフォームといえ

る，宿泊予約サービスを提供するオンライン・トラベル・エージェント（OTA）の意義である．「じ

ゃらん net」や「楽天トラベル」，「エクスペディア」など，今日，旅行時の予約において OTA は
最も一般的な予約窓口になっている（福井, 2022）． 
 一般的に，OTA では宿泊施設が無料でサイト上に自社の情報を掲載してオンライン予約の窓口

を設置する．宿泊施設は OTA 上での予約成立時に一定の手数料を OTA に支払う．報告者がこれ

まで行ってきた宿泊施設や旅行会社の担当者，経営者および新聞社へのインタビュー調査と主要企

業の資料に基づけば，OTA の手数料は，最も一般的には，国内企業の場合は 10％程度，外資企業

では 12〜18％程度である（福井, 2015, 2017, 2022）．OTAはこの手数料とオンライン広告媒体の

利用料を主な収益源とする．手数料と広告料を二本柱として，一般消費者と広告主企業の両方をユ

ーザーとするのは，デジタルプラットフォームの典型的なビジネスモデルである（OECD, 2019）． 
 OTA の出現と成長が多くの宿泊施設にオンラインマーケティングの門戸を開いたことは大きな

功績である．だが一部の OTA による宿泊予約の寡占も生じている．2019 年には公正取引委員会

が，手数料価格や検索アルゴリズムの不透明性などの点から，OTA の大手３社を対象に独占禁止

法違反の疑いで立入検査を行っている９）． 
 宿泊施設が OTA を問題視するなら，OTA を利用せず自社サイトでのダイレクトマーケティング

を進めれば良いという考え方もある．だがユーロモニター社のレポートが指摘するように，日本の

宿泊業におけるオンライン上でのダイレクトマーケティングが成功しているのは，チェーンホテル

のような大規模な企業的経営ができるホテルに限られている（Euromonitor, 2017）．一方で経済セ

ンサスによれば，日本の宿泊業の 95.0％は従業員数が 50人に満たない．日本の大半の宿泊施設は

小規模経営である（福井, 2020b, 2022）．OTAは小規模経営の宿泊施設にオンラインマーケティン

グを「民主化」した功績もあるが，小規模施設の経営を束縛しかねない面もある． 
 他にも今日では「OTA の検索結果を検索する」メタサーチというサービスも利用されるほか，

Google Mapも宿泊施設の検索・予約サービスの機能が追加されている．Google Map については，

このサービス上で自施設の評価を高める手法（MEO Map Engine Organization）も注目されてい

るなど，さらなる複雑化が進んでいる．地域の宿泊業は，これら複雑化する技術やトレンドに，家

族経営的な小規模な経営資源で対応してきている，あるいは対応せざるを得ない．もしくは対応を

諦めざるを得なくなっている． 
 

Ⅳ おわりに：草津温泉の宿泊施設の対応とデジタル化の今後 

 ならば，実際に地域の宿泊業はデジタル化の展開にいかに対応しているのだろうか．草津温泉の

宿泊施設における OTAやソーシャルメディア，自社サイトの利用状況について分析結果の要点を

挙げておく（2022 年１月時点）． 
 ①宿泊施設は 155軒確認され，うち客室数が 30以上の大規模施設が 20軒（12.9％），小規模施

設が 135軒（87.1％）である． 
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 ②OTAは，全体の 91.0％が，楽天トラベルかじゃらん net のいずれかを利用している．一方で

エクスペディアなど外資 OTA の利用率は，大規模施設では 90.0％，小規模施設では 28.1％と規模

による差が大きい．ソーシャルメディアも，Twitterや Instagram の公式アカウントは大規模施設

の多くが保有しているが，小規模施設では限定的である． 

 ③自社サイトもすべての大規模施設が保有しているが，小規模施設では 83.0％にとどまる．ま

た独自ドメインや HTTPS接続（SSL 通信）など企業の公式サイトとして標準的な機能・設計をも

つ施設は，小規模施設では比較的少数だった． 

 ④自社サイトについては，2012 年から 2022 年の 10 年間で，旧サイトがリンク切れになった施

設が半数弱あり，小規模施設では全体の 20％ほどがリンク切れのままである．HTTPS と同様に，

時代の流れのなかで自社サイトを運用し続けるのは必ずしも容易ではない． 

 ⑤一方この 10 年間で，小規模施設も含めて自社の予約システムの保有率や OTA の利用率は概

して上昇しており，オンラインマーケティングがさらに一般化した．だが自社サイトの保有率は小

規模施設では減少しており，運用の難しい自社サイトを手放し，オンラインマーケティングを OTA
に一元化する動きもある． 
 以上の結果が生じた背景には，草津温泉の地理的環境や社会構造に加えて，観光そのものの経済

的な性質が作用していると考えられる．具体的には，宿泊業を典型例とする観光のサービス業とし

ての性質である．サービスは貯蔵も輸送もできない（加藤, 2018）．そして資本装備率の低さによ

り労働集約的で生産性が低く，いわゆるボーモルのコスト病が典型的に生じる（深尾ほか, 2019; 
ボウモル・ボウエン, 1994）．これらがいかに作用するかは報告で述べる． 
 最後に，本事例を通したデジタル経済一般に関する展望として，デジタル化の持続可能性に対す

る疑問を挙げておく． 
 デジタル化を進める主体は，それぞれの束縛的な状況の中で，可能な範囲で（あるいは渋々なが

らに），一貫性に欠ける形で漸進的にデジタル化を進めている．状況によってはデジタル化を進め

られなくなることもある．したがって，どこかのデジタルプラットフォームやアルゴリズム，ある

いは政府や自治体によってあらゆる主体が一度にデジタルできるといったシナリオは描けない．宿

泊業で言えば，自社サイトの構築や OTA の利用に限っても，すでに 20 年以上「その場しのぎ」

的にデジタル化が取り組まれてきた．デジタル化は本質的に，継続的であると同時に断続的な改革

である．――はたしてこの「その場しのぎ」は，いつまで続けられるのだろうか． 
 デジタル社会の進展はアルゴリズム等のソフトウェアだけでなく，それを利用するスマートフォ

ンや PC，さらにはそれらに必要な半導体や電力への依存を強める．これまで日本では比較的安定

してハードウェアが発展し，グローバルなサプライチェーンの中で半導体やエネルギーを確保でき

たかもしれない．しかし昨今は COVID-19 も含め，国際情勢の変化やクリーンエネルギー政策な

ど社会秩序の枠組みそのものが急速に改変され，半導体をはじめとするハードウェア確保の困難性

やエネルギー価格の高騰が深刻化しつつある．たとえば半導体に関しては，「儲からない分野用」

の製品が生産されにくいという問題も知られており，半導体が暗号通貨の採掘やゲーミング PC 用

の高性能 CPU に使われる一方で，一般用 PCや家庭用給湯器など生活に不可欠な分野で不足する

という矛盾もみられた．ソフト面についてもサブスクリプションサービスを中心に，デジタルプラ

ットフォームの利用料の値上げが広がっている．デジタル化をめぐる社会情勢は意外と厳しい． 
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 昨今では観光も含めて「社会のデジタル化による問題解決」が喧伝されるが，デジタル化は今後

多くの人々や企業にとって持続可能なのだろうか．デジタル社会の進展は，これからの社会情勢下

で，物資やエネルギーの調達，それらの利用料支払い等の面で，デジタル化に追随できる者とでき

ない者とに社会を分極化しないだろうか．報告者には，これからのデジタル化の持続可能性につい

て，その「継続的であると同時に断続的」な時間軸に注目して，より広い社会的，経済的，政治的

文脈と結びつけて批判的に理解する必要があるように思われる． 
 

注 

1) 「デジタルプラットフォーム」をどう定義するかは考慮されるべき問題と考えるが，さしあた

って本要旨では厳密な定義はしない．先行研究や各種文書でも「デジタル経済の舞台」など理

念的な定義は行われているが，事実上，厳密な定義はあまりみられない．OECD（2019）が指
摘するように，デジタルプラットフォームは，厳密に定義するのも分類するのもあまりに難し

いのが現状である．また，あまりに厳密かつ操作的に定義した場合，過度に議論を狭めてしま

う恐れもある．逆に，問題があるからといって「デジタルプラットフォーム」という言葉をあ

えて使用しない選択をすると，その言葉が一般に利用されている社会状況から分析や考察が乖

離しかねない．したがって，本要旨における「デジタルプラットフォーム」とは，いわば「い

わゆるデジタルプラットフォーム」として（とりあえず）理解されたい．また，本要旨で「デ

ジタルプラットフォーム」という言葉には，一般的な慣例に従って，その運営企業と提供サー

ビスの両方ないし片方を適宜含むものとするが，文脈によって運営企業と提供サービスのいず

れを指しているかを明確化すべきときには，それぞれ「運営企業」「提供サービス」と表記す

る．これらの厳密な概念整理は別論を待ちたい． 
2) 実際，日本の「ヤフージャパン」と「ヤフーニュース」は法令対応のコスト負担の観点から EU

とイギリスでのサービス提供を中止し，Meta 社は Facebook と Instagram を EU から撤退さ

せることを警告している．『日本経済新聞』2022 年２月１日「ヤフー，欧州でサービス提供中

止 法令順守の採算合わず」および『Bloomberg』2022 年２月７日「フェイスブックとインス

タの欧州撤退を警告－米メタ，データ規制巡り」など． 
3) 本法律では「特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提

供する事業者を『特定デジタルプラットフォーム提供者』として指定し，規律の対象とする」

こととされた．指定されたのはアマゾンジャパン合同会社，楽天グループ株式会社，ヤフー株

式会社，Apple Inc.及び iTunes株式会社，Google LLC． 
4) コントロール・ポイントとは，「いくつかに分散して存在する対象の中で，政府による統制を

公開的に実現するために規制を及ぼす対象」である（「デジタル・プラットフォーマーを巡る

取引環境整備に関する中間論点整理」より）．同文書ではこうした動きは世界的なものだとさ

れる． 
5) この分類は厳密なものではなく，便宜的なものとされる．OECD（2019）では，デジタルプラ

ットフォームは厳密に分類できるものではなく，いくつかの分類法を組み合わせて理解すべき

とされる． 
6) デジタルデータを「21世紀の石油」とする言説は，日本では総務省の「平成 30 年情報通信白
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書」などにもみられる． 
7) たとえば Bucher（2017）は，Facebook上でユーザーが特定の投稿や広告を「意識的にクリッ

ク」したり，「いいね！」の対象を意識的にコントロールしたり，友人の知名度を高めるために，

友人の投稿に頻繁にコメントしたり，アルゴリズムによって拡散されやすくなる時間帯を狙っ

て投稿したりするなど，アルゴリズムの仕組みを逆手に取った行為が日常的に行われているこ

とを指摘する．これらの行為は特別なものではなく，日本のソーシャルメディアのユーザーの

間でもごく一般的に行われているといえよう． 
8) 他にも観光庁は，ドローンや VR（仮想現実）技術を用いた観光コンテンツの開発や顔認証技

術による自動決済システムの導入を後押しする． 
9) ここで問題視されたのは，OTA の利用施設の宿泊価格を，OTA 側が不当に拘束しているとい

う疑いである．すなわち OTA 上に表示する宿泊価格を，競合サイトや利用施設の自社サイト

と同等あるいはより低価格にするように事実上誘導していると考えられている．宿泊施設は自

社サイトに掲出する宿泊施設を最低価格にして，自社サイトから予約を得た方が手数料がかか

らず合理的である．ベストレート・ギャランティーと呼ばれる手法であるが，OTAがそれに対

抗しているというのである．OTA を利用する宿泊施設にとっては，OTA の検索システムで表

示される順番も重要である．一般の検索サイト同様に，より上位に検索されることが顧客獲得

につながる．一部の OTA では，より高額な手数料を支払うことで検索順位が向上するという

見方もある． 
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デジタル時代のワークスタイルからみた地方圏へのオフィス立地の可能性 

 

佐竹泰和（高知大） 

 
 
Ⅰ はじめに 

2017 年 3 月に当時の安倍晋三内閣総理大臣を議長として決定された「働き方改革実行計画」に

おいて柔軟な働き方が描かれた．柔軟な働き方の具体例として，テレワークや副業・兼業が挙げら

れており，これらは情報通信技術（ICT）の普及で実現可能となった在宅勤務やクラウドソーシン

グなどの利用を想定した働き方ともいえる．本報告では，デジタル時代に代表されるワークスタイ

ルとしてテレワークと副業・兼業に注目する． 
ICT の発展と普及は，これまでオフィス立地や働き方にさまざまな影響を与えてきた．たとえ

ば，1990 年代の ICT の発達とともに進んだ大都市圏郊外へのオフィス分散が挙げられる（有留・

石川，2003；佐藤，2014）．有留・石川（2003）は，東京大都市圏における郊外への分散型オフィ

スの立地とテレワークの普及要因として，企業側では情報通信の利用コストが大きく低下したこと

で，業務の効率化・迅速化により生産性向上が期待されたこと，就業者側では通勤に要する時間と

労力の削減を挙げた．ただし，この当時はオフィスの立地の自由度が高まったとしてもその業務機

能は対面接触の頻度の低いバックオフィスであり，中枢管理機能の移転には至っていない（佐藤，

2014）． 一方，就業者側の視点では，オフィス勤務型のテレワークだけでなく，とくに女性の就業

機会に注目した在宅型のテレワークに対する研究もある（佐藤，2015；中澤，2008）．佐藤（2015）
は，在宅就業を長時間通勤と家事労働との「兼業」を調整して，仕事と家事との両立を目指すため

の装置として位置づけている．このように，テレワークの進展によって，オフィス機能や就業場所

の分散がみられるようになった． 
ところで，2000 年の経済地理学会共通論題シンポジウム「産業空間および生活空間の再編と交

通・通信・情報」において，すでにテレワークによる職住近接や女性就業の新たな形態としてのテ

レワークが報告されている（北島，2000；岡本，2000）．この当時と大きく変わっているのは，高

速・大容量の通信回線（ブロードバンド）が都市部はもとより農山村部でも利用できるようになっ

たこと（荒井ほか，2012），副業的就業を支援するプラットフォームエコノミーが普及したことが

挙げられよう． 
前者については，地方，とくに農山村地域へのサテライトオフィスの立地が注目される（小田ほ

か，2019；野田，2014）．小規模でも立地可能なサテライトオフィスは，都市部から農山村への UI
ターン人材の獲得などに期待されている．  

後者については在宅ワークや仕事の獲得の在り方に大きくかかわっている．ベビーシッターサー

ビスにおけるギグエコノミーに注目した畔蒜（2020）は，仕事を請け負うシッター側は居住地の周

辺を勤務可能地として登録しており，自宅周辺で生活時間のすき間を活用した柔軟な働き方である

可能性を示した． 
以上のように就業者側の視点でみれば，通勤時間の短縮により家事と仕事の両立を目指す働き

方，すき間時間の副業的な働き方がこれまでに行われてきたといえる．しかしながら，Anwar and 
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Graham（2019）は，ギグエコノミーに参加するギグワーカーが従事可能な仕事の種類は教育水準

等に大きく依存しており，高学歴の就業者との二極化を指摘している．また，在宅就業の可否は家

庭環境の影響も強く受ける（Reuschke, 2019）．Reuschke and Felstead（2020）は，COVID-19
にともなうロックダウンで半ば強制的に発生した在宅型テレワークの動向を踏まえ，テレワークに

適した産業や家庭の経済水準（家庭の間取りなど）の地理的分布の差異が今後のテレワークの普及

可能性に影響を与えると予測した．一方，デジタルネイティブ世代に該当する就業者の増加に加え，

テレワークの導入で仕事の進め方が不可逆的に変わり，それが働き方や組織の在り方に大きな変化

をもたらす可能性があることから，テレワークが主流になることはないとしても働き方の一つとし

て定着するとも考えられている（川口，2020）． 
こうした動向を踏まえ，ICT を活用したワークスタイルとオフィス立地の関係を把握するため

には，就業者側と企業側の双方の視点が必要となる．極端ではあるが，①大都市圏に経済中心性（中

枢管理機能や研究開発機能など）があり，地方圏には一部機能（バックオフィスなど）が立地する，

②高等教育機関や中枢管理機能の大都市圏集中の傾向から高度なスキルを有する就業者は大都市

圏に多い，の２つを仮定したとき，デジタル時代の新たなワークスタイルがこの構造にどのように

作用するのであろうか．本報告では，これら２点について高知県における IT・コンテンツ系企業

の立地とワークスタイルとの関係から検討し，地方圏へのオフィス立地の可能性について展望す

る． 
 

Ⅱ テレワークの普及状況 

 １．テレワークの定義とテレワーク人口の推移 

テレワークは働き方と就業形態という２タイプから分類することができる．国土交通省（2021）
は，「ICT等を活用し，普段仕事を行う事業所・仕事場とは違う場所で仕事をすること」をテレワ

ークと定義し，さらにその勤務地に応じて働く人をそれぞれ「在宅型テレワーカー」，「サテライト

型テレワーカー」，「モバイル型テレワーカー」，また雇用形態に応じて「雇用型テレワーカー」，「自

営型テレワーカー」に分類している．本報告においてもこの定義を用いる． 
COVID-19 の拡大により，特にその感染拡大が顕著な大都市圏では通勤抑制が呼びかけられた

こともあって，テレワークの導入が増えたとされる．実際に雇用型テレワーカーの割合をみると，

首都圏では COVID-19 の拡大前である 2019 年時点の 18.8%から 2020 年には 34.1%へ増加したの

に対し，その他の圏域では増加したものの首都圏に比べるとその伸び率は小さい（図１）．また，

雇用型テレワーカーの割合にも地域差があり，圏域別では地方都市圏が最も低く，2019 年で 12%
程度，2020 年で 16%程度となっている．一方で，自営型テレワークの推移には大きな変化はなく，

むしろ 2020 年には減少傾向にある． 
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第１図 就業者の属性別テレワーカーの地域別推移（左：雇用型，右：自営型） 

資料：国土交通省（2021）より作成． 

 

業種別にみると，2020 年時点で雇用型テレワーカーの割合が大きいのは「情報通信業」66.1%
（前年度調査 35.8%），「学術研究，専門・技術サービス業」47.1%（同 29.5%），「金融・保険業」

34.9%（同 20.2%）などである（国土交通省，2021）．このほか，「電気・ガス業」と「製造業」も

30%を超える．また，どの業種にも共通するのは，2019 年から 2020 年にかけてテレワーカーの割

合が大きくなっていることである．ただし，COVID-19 の影響であるため，今後もこの数値が維持

されるとは限らない． 
一方，自営型テレワーカーの場合は，業種の順位こそ大きく変わらない（教育・学習支援業を除

く）が，2019 年から 2020 年の間に割合の大きな変化はみられない．割合の最も大きい「情報通信

業」で 36.9%（前年度 50.4%で情報通信業のみ大きく低下），次いで「学術研究，専門・技術サー

ビス業」が 30.3%（前年度 32.7%）を示す． 
以上のように，雇用形態や地域によってテレワークの普及度合いは異なるものの，業種による影

響が大きいことがうかがえる．サテライト型に関していえば，自治体開設型のシェアオフィスにサ

テライトオフィスを置く企業はその多くが情報サービス業等に該当する（佐竹，2022）．したがっ

て，本報告では，テレワークのワークスタイルが比較的定着している情報通信業を対象に，高知県

の事例を分析していきたい． 
 

３．副業・兼業のメリットとデメリット 

「働き方改革実現会議」を受けて，副業・兼業を通じた創業・新事業創出の検討が進んでいる．

しかし，副業・兼業を希望する就業者が一定割合存在する一方で，企業側はそれらに対する慎重な

姿勢をみせている実態が浮き彫りになっている（中小企業庁，2017）．それを受け，中小企業庁（2017）
は，企業側と就業者側双方の視点から，副業・兼業のメリットとデメリットを整理している．たと
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えば，企業側では人材育成，新たな知識・顧客・経営資源の獲得などをメリットとする一方，本業

への支障，人材流出等，情報漏等のリスク管理をデメリットとして挙げている． 
 

Ⅲ 高知県における IT・コンテンツ系企業の立地と人材 

 １．高知版 Sicety5.0 の実現に向けた産業集積と課題解決型産業創出への取り組み 

 高知県では，IoT や AI，ビッグデータ等のデジタル技術を活用し，県内のあらゆる分野の課題

解決を図るとともに，そこで開発したシステムの地産外商や企業集積による雇用創出等の産業振興

を目指す目的で，高知版 Society5.0 を定めている 1)．その中で，基幹ともなりうる IT・コンテン

ツ関連産業に対しては，①人材の支援，②進出の支援，③繋がりの支援，④新規事業創出の支援な

どの取り組みを行っている．特に①人材の支援では，県内人材の育成だけでなく，県外人材とのマ

ッチングを目的に「高知家 IT・コンテンツネットワーク」を整備するなどの取り組みを行ってい

る．さらに，2021 年度からは移住・就職だけでなく，テレワークの促進と副業・兼業の仕組みづ

くりを進めている．このように，新たなワークスタイルを背景とした施策が展開されている． 
 高知県による②進出の支援では，高知県 IT・コンテンツ企業立地促進事業費補助金により，立

地企業に対して事業所開設費と運営費の一部を補助している 2)．この事業を通じて 2016 年度から

2019 年度の間で合計 10 社が立地した．なお，これらの立地企業を含め，「高知家 IT・コンテンツ

ネットワーク」には 2022 年 2 月時点で 60 社ほどが参加している 3)． 
 

 ２．テレワークによる人材獲得にむけた政策展開 

 高知県では，「高知家のシェアオフィス事業」により，県郡部へのシェアオフィス整備と企業誘

致を図ってきた．その結果，高知市に比較的近い地域では，サテライトオフィスの立地がみられた

ものの，県西部では県外企業の立地は進まなかった（佐竹，2022）．現在は，郡部のみならず高知

市内へのシェアオフィス（コワーキングスペース）の設置が進んでいる． 
 また，上記事業と同時期に，主に市部への企業立地を促進した IT・コンテンツ系企業立地促進

補助事業が進められ，「高知家 IT・コンテンツネットワーク」が立地企業（県の事業により立地し

た企業）への人材マッチングと関係人口の創造を目的に整備された．このコミュニティは，その後

は県内の既存の企業への人材紹介も視野に入れて事業を行うようになった．本事業の委託を受けて

いる A 社によると，2020 年度は移住フェアを開催し，採用意欲が積極的な企業と高知県に関心の

ある人材（コミュニティの会員）とのマッチングを図っている．なお，会員のうち 4割ほどが高知，

3割から 4割ほどが首都圏に在住している． 
 高知県が 2021 年度から始めたテレワークによる副業・兼業を活用した企業への人材導入支援事

業は，株式会社みらいワークスが運営する「Skill Shift」と連携した事業である．このサービスは

いわゆるクラウドソーシングのプラットフォームの一つとみなせるが，クラウドソーシングにみら

れる一部業務の外注というよりも，コンサルティングなどの知識や経験を活用した副業による働き

方を重視した，特定のカテゴリに特化したプラットフォームである 4)． 
 このように，高知県はシェアオフィスの整備や立地促進事業によりサテライトオフィスや支社の

誘致に努め，その一環として県外人材の移住・就職も支援していた．さらに現在では移住だけでな

く県外からテレワークで副業する形態での人材活用事業も展開し始めている． 
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 ３．テレワークによる人材獲得の動向 

 「高知家 IT・コンテンツネットワーク」に参加している企業へのアンケート調査の結果から，

県内人材の採用に当たってはその供給量やスキルに対して不満を有していることが明らかになっ

た．その理由として，新しいビジネスの拡充や開発案件が見込まれるため，即戦力を求めているこ

とが挙げられる．しかし，「以前とは異なり，高知県内の事業者はどこも人材不足（供給不足）に

も係わらず，県外企業の誘致と県内人員の雇用に対して優遇措置を行っている取り組みには疑問が

ある」との回答のように，人材の供給不足が改善していない認識がみられる． 
 そうした人材不足に対応しうるものがテレワークや副業・兼業による人材の獲得である．しかし

アンケートでは，在宅型にしろ，サテライト型にしろ，テレワークを活用した人材獲得の意向をも

たない企業が多数を占めた．また，副業・兼業に関連して，クラウドソーシングなどの利用状況を

尋ねたところ，一部企業でその利用がみられたものの，その利用も多いとはいえない結果となった． 
以上のように，特に近年加速する企業立地やデジタル化の影響による人材不足は高知県内でもみ

られる一方で，テレワークを活用した雇用や業務委託による副業・兼業を活用した人材不足の解消

はさほど考えられていない実態が明らかになった． 
 

Ⅳ ワークスタイルの変化とオフィス立地 

 １．ワークスタイルの変化と人材獲得 

 高知県内に立地する IT・コンテンツ系企業の中には，COVID-19 を契機にテレワークを導入し

た例もある．A 社の事例では，COVID-19 発生以前はテレワークをする者はいなかったが，COVID-
19 の拡大を機に 3～4割ほどの従業員が在宅型のテレワークを行うようになった．また，これを機

に県西部在住の人材を在宅ワークを前提に採用している． 
 一方で，大都市圏からの地方移住および就業やテレワークによる勤務はどの程度の可能性を秘め

ているのだろうか．東京圏および近畿圏在住の情報通信業従事者にアンケート調査 5)を行ったとこ

ろ，3割が地方での就業に関心をもっていた．そのうち過半数が現地企業への就業ではなく，地方

からのテレワーク勤務を希望していた．一方で，大都市圏で勤務しながら在宅でも仕事をする，副

業・兼業のワークスタイルについては，全体の 1割程度が関心を示した．このような傾向から，副

業・兼業よりも本業でテレワーク勤務のほうが地方立地のオフィスの人材獲得に可能性があること

がうかがえる 6)． 
 

 ２．副業・兼業人材の可能性 

副業・兼業は，大きく分けるならばコスト削減や不足人材の補完を目的としたアウトソーシング

型と，事業立案のノウハウなど新たな知識の獲得を目的とした「知識型」に分けられよう．高知県

の事業では，特に後者の人材獲得に焦点を当てている．石丸（2008）は，「知識」の商品化という

観点から，東京都の中小規模製造業の知識投入の外部化について検討し，その中で『技術と密着し

ないような知識は「商品」として流通することがなかった．ましてや保守的な土壌をもつ地方都市

では，イノベーションに対する受容性が高くないだけでなく，イノベーションの拡散から見てもタ

イムラグがあるので，地域市場は量的にも質的にも貧弱なものになる』と述べているが，テレワー

クによる副業・兼業が実現することで，知識を商品として扱う企業はその地域に存在する必要性は
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低下している．すなわち，テレワークを導入することで，地方都市のように地域市場が貧弱ゆえに

これまで成り立たなかったような知識を商品としたサービスにもアクセスすることが可能になる

といえる．たとえばＡ社の事例では，大手 IT企業で新規事業創造に従事する人材が副業的にテレ

ワークで参加し，Ａ社の事業創造に助言している．また，Skill Shift を通じて高知新聞社がデジタ

ル領域での事業展開に向けて副業人材を募集するなどの動きもある． 
個人に体化された暗黙知は人の移動あるいは遠隔通信によって移転可能であり，またこうした理

由から企業の競争優位の源泉となる知識創造も特定の場所に限定されることはない（山本，2003）
ことから，テレワークによる人材獲得は，知識創造の土壌に欠けていた地方圏においてこそ，その

効果が大きく期待されるのではないだろうか． 
しかしながら，A 社によると高知県内の企業においてそうした人材獲得を進めるのは容易ではな

い．企業においては，事業を進めるスキームそのものの見直しが求められること，そもそも人材を

どのように活用すべきかすぐさま検討がつかないことが理由である．このほか，対象とする市場が

県内なのか国内なのかによっても，人材のニーズは異なると予想される． 
 

Ⅴ おわりに 

 本報告では，デジタル時代のワークスタイルであるテレワークや副業・兼業に着目して，高知県

を事例に県や企業の対応状況を明らかにした．本報告の事例から，テレワークへの認知は高まって

いるとはいえ，それが企業活動に十分に組み込まれているとはいえないことが示された．しかし，

高知県の施策，また一部の企業の取り組みから地方圏へのオフィス立地の「量」と「質」について

次のことを展望できる． 
 まず，情報通信業に限ってみた場合，サテライト型にしても在宅型にしても，テレワークによる

働き方が定着していることから，今後もサテライト型を含むオフィス立地が進む可能性は高いとい

える．しかし，県外企業の誘致を進めるばかりでは，地方圏の人材不足が深刻化する恐れもある．

「田園回帰」の動きや一定程度の地方就業・テレワーク関心層がいることを踏まえたとしても，そ

の地域で就業者を獲得することを前提とした場合はオフィス立地が頭打ちになる可能性もある． 
 一方，「質」の点では，単にオフィス立地が進むかどうかだけでなく，それらが地方において経

済的中心性の獲得に貢献しうるどうかが論点になろう．たとえば九州地方の例では労働集約的な一

部機能を中心とするものの，情報通信業の開発や研究所のような高度な機能の配置もみられるよう

になった（小柳，2018）．高度な機能が変わらず大都市圏に集中したままでは，高度な人材の流出

は免れないだろう．しかし，テレワークにより知識移転が可能になれば，地方でも経済中心性を獲

得できる可能性はある．地方圏でそうした競争力をもったオフィス立地を進めるためには，少なく

とも過渡的にはテレワークによる高度人材の活用，知識移転が今後求められてくる．新たなワーク

スタイルが社会的に認知され，プラットフォームが整いつつある中，これらの受け入れ土壌を地域

でどのように形成するかが地方経済を考える上で重要になるのではないだろうか．なお，本報告は

萌芽的なものであり，今後も経過観察を行っていきたい． 
 

注 

1) 高知県資料による．なお，IT・コンテンツ系企業の立地促進においては，高知市出身でスクウ
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ェア等で代表取締役社長など役員を歴任してきた武市氏の存在が大きい．武市氏は企業立地の

誘致や「高知県 IT・コンテンツ産業振興アドバイザー」として県の事業にもかかわった． 
2) 本補助金の交付要件のひとつに，事業所開設から一定期間内に県内人材を雇用することが求め

られている． 
3) 「高知家 IT・コンテンツネットワーク」ホームページ（https://kicnetwork.kochi.jp/）の掲載

情報による．2022 年 2 月時点で 61 社掲載されているが，すでに高知に支社のない企業もみら

れたため，本稿では 60 社ほどと表記している． 
4) 同社ホームページ（https://www.skill-shift.com/）には「事業の拡大を図る上流工程を担う人

材は，大都市部の企業に集中し，高待遇で勤めています．一方で中小企業では待遇面や知名度

において経験豊富な人材の採用が難しく，業務改善やイノベーションが起きにくいジレンマ

に......．また，地方企業は転職者の「移住」が伴い，人材確保がさらに難しくなります．」と記

載がある． 
5) 2022 年 2 月にインターネット調査を実施．回答総数 409． 
6) ただし，国土交通省（2021）によると，転居希望地は現居住地に近い地域となる傾向がある． 
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■ 一般発表 ■ 
 

 

地域競争力の決定要因と測定方法の検討 
 

井原美恵（慶應義塾大・院） 

 
地域の競争力は，決定要因や測定方法について長年研究が蓄積されてきた．その決定要因がどの

ように地域の成長やイノベーション創出に影響を与えるか，そのメカニズムの解明も注目されてい

る．その一方で，地域競争力の定義は明確に決まっておらず，複数の測定指標が検討されている．

「地域」は，マクロレベル（国家）とミクロレベル（個別企業）の中間のメゾレベル（地域経済シ

ステム）と捉えられ，そのメゾレベルの産業地域（Marshall, 1920）やクラスター（Porter, 1990）
といった視点から競争力を検討している研究も多い．そこで，本発表では，地域の競争力の決定要

素や測定方法をメゾレベルから検討し，地域が持続的競争優位を獲得するメカニズムを解明する手

立てとしたい． 
 

 
 

ノルウェーの地域政策ー北極圏域の開発と課題ー 

 
川久保篤志（東洋大） 

 
日本と同様に首都圏一極集中の経済地域構造にあるノルウェーでは，なぜ国土周辺部でも経済発

展と人口増加が継続しているのか．本発表では，ノルウェーの地域政策と北極圏域の経済基盤の検

討を通じて，その要因を明らかにしようとした．その結果，ノルウェーは福祉国家として国土のバ

ランスの取れた発展を長らく政策課題としており，公的機関の再配置やインフラの整備など公共投

資を積極的に行ってきたこと，中でも高等教育機関（総合大学・単科大学）の設立が産官学連携を

通じて北極圏域の発展に寄与してきたことが明らかになった．また，経済基盤としては水産養殖業

や石油・ガス採掘業など輸出競争力のある部門の立地も見られ，近年はオーロラ鑑賞を柱とした冬

季の観光業が急成長している．ただし，いずれの部門も自然環境や土地利用面で持続可能性に課題

を抱えており，国際的な政治・経済状況に左右される側面もある．また，先住民サーミとの利害関

係の調整も不可欠で，急激な発展はむしろ好ましくない現状も明らかになった． 
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2010 年代における北陸地域の大学進学に伴う人口移動 
 

大谷友男（富山国際大） 

 
大学進学に伴う人口移動は，わが国の人口移動の中でも高い割合を示すものであり，地方から大

都市圏への人口流出の大きな要因ともなっている．本発表では，2010 年代における北陸地域の大

学進学に伴う人口移動の状況を，学校基本調査や北陸地域の主要大学の都道府県別入学者数のデー

タをもとに，流出・流入双方の動向からその特徴を考察する．北陸地域では，2015 年には北陸新

幹線が金沢まで開業したことにより，首都圏との時間距離が大幅に短縮する一方，金沢以東と関西

圏との鉄道での往来においては乗り継ぎが必要になるといった変化が生じている．こうした地域間

のネットワークを取り巻く状況の変化と，北陸地域における進学移動の様相の変化の関係性につい

て考察する． 
 

 
 

航空地理学における研究課題と展望 

 
吉原圭佑（法政大・院） 

 
本報告の目的は，航空地理学の範囲を定義し，国内外の既往研究の動向を整理し，研究課題およ

び展望を導き出すことにある．本邦での既往研究には，国内の航空旅客流動やその需要発生地域に

関する研究，国内の航空貨物流動を地理学的に扱った研究，英語圏の文献を整理した研究，航空流

動のデータを基にした都市の階層性やネットワーク構造に関する研究等がある．海外では Journal 
of Transport Geography においてグローバルな議論が活発である．グローバルな航空流動による

経済・研究への波及は，旅客であれば都市観光や文化交流，貨物であれば流通や製造等多岐に渡る．

航空は学際的な研究対象という側面もあるにも関わらず，本邦での航空地理学研究が連綿として活

発であるとは言い難い．要因の一つに，航空地理学が属する交通地理学の中で，公共交通や鉄道等

に比して対象とされにくく研究の蓄積が浅いこと，もう一つに航空に関するデータが不十分・高価

という制約があること，と考える． 
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中国における大規模自動車ディーラーの形成と店舗分布に関する研究 
 

阿部康久（九州大）・高 寧（北京語言文化大学東京校・非）・高瀬雅暁（ニトリ） 

 
中国の自動車市場において進行しているディーラーの資本面での大規模化という現象が，ディー

ラーと自動車メーカーとの関係性や販売店の配置や中古車販売の拡大といった消費者に与える影

響について検討した．検討結果として，ディーラーと自動車メーカーの関係性として，ディーラー

が大規模化しても，メーカーとの間のパワー関係は大きく変化していないとみられる．その理由と

して，ディーラーは資本面では大規模化しているものの，実際に運営している販売店は個々のメー

カー・ブランドのフランチャイズ店が中心である点，大規模化したとはいえ，中国の自動車販売台

数全体に占めるシェアは依然として小さい点，ディーラーの経営はメーカーのブランド力や販売奨

励金に依存している点が挙げられる．その一方で，大規模ディーラーの消費者に対する影響として

は，大規模ディーラーの中古車販売への進出による中古車市場の拡大が指摘できる．販売店の配置

をみると，大規模ディーラーには，特に人口規模に対して高級車の販売台数が比較的少ない中西部

地域のディーラーを買収することで店舗網を拡大させてきた企業もみられる．自動車メーカーの側

からみると，大規模ディーラーの存在は，政府の政策や規制により事業内容が左右されることが多

い中国市場において，特に店舗数が少ない中西部地域で店舗網を拡大していく際に必要な存在であ

るといえる． 
 

 
 

福島の林業再生とバイオマス発電推進に関する住民評価 

―福島県における Web 調査からの接近― 

 
中村哲也（共栄大）・丸山敦史（千葉大）・増田 聡（東北大） 

 
本稿では，木質資源の新たな需要先として熱利用に着目し，資源循環型社会を実現するためには

どうしたらよいのか，福島の林業再生とバイオマス発電推進に関する住民評価を実施した．その結

果，森林の多面的機能のうちで，福島県民にとって価値があると思うものは『土砂災害防止・土壌

保全』効果や『地球環境保全』効果がそれぞれ６割を占めた．また福島県民は，林業を活性化する

ことや，森林育成のための間伐は推奨し，かつホワイトペレットや産業廃棄物を利用した木質バイ

オマスの利用にも寛容であった．ただしアメリカ産の木質ペレットの利用にはあまり賛成していな

かった．順序ロジットモデルを推計した結果，木質バイオマス発電を推進する者は，地震や津波の

被害を受け，自宅に放射性物質が降下し，かつ除染した被災者であり，再生可能エネルギーは太陽

光や地熱発電を同時に推進しつつ，県内のホワイトペレットや間伐材を利用するべきだと考えてい

た． 
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森林組合に於ける SDGs，バイオマスエネルギーの認識度 
 

太田 務（広島大・院） 

 
自然エネルギーの利用は大きな課題である，その中でもバイオマスへ注目した．日本のバイオマ

ス利用の問題は，森林組合の取り組みがカギを握るのではないかと思われる．そこで本研究では，

森林組合がバイオマス利用に対してどういう認識でいるのか，また，どのような取り組みを行って

いるのかを，アンケート調査を通じて把握することを目的とする．全国の森林組合を対象としてア

ンケート調査を行った．2022 年 2 月に 597ヶ所に送付して 336 通を回収した．（回収率 56％）詳

しい結果は発表時に紹介するが，現時点では次のようなことが明らかになった．1）SDGs の取り

組みに関する自由記述では，森林組合そのものが SDGs の一端であると認識している 2）期待す

る再生可能エネルギーではバイオマス発電を揚げる組合が 9割であった 3）しかしバイオマス発

電には現在は取組んでいないと答える組合が 7 割であった このアンケート結果をもとに，森林

組合によるバイオマス利用の課題や可能性を考えてみると，将来的に多いに期待できるということ

が指摘できる． 
 
 

 

変化する漁場環境へのノリ養殖業者の対応 

 

前田竜孝（長崎県立大） 

 
本報告では，漁場環境が変化するなかでの漁業者の対応について彼らの活動に焦点を当てて考察

する．対象として，兵庫県瀬戸内海でノリ養殖業を営む漁業者の活動を扱う．本漁業種類には，長

期的にみると海水温の上昇と，栄養塩の減少という 2 つの変化が大きな影響を与えている．こうし

たなか，漁業者は従来の活動の変更を迫られている．例えば，ノリの伝染性疾患に陥る可能性が高

まるため，網の本張りは水温が 18度以下にならなければ実施できない．しかし，海水温の上昇に

より，その時期が遅れるようになり生産期間が短縮化された．結果として，網の張り替えをしない

という選択が広まるようになった．さらに，栄養塩の不足が深刻化するにつれて，網へ植え付ける

種の数を減らす取り組み，漁場に対する評価なども変化した．以上のように，漁場を変化する環境

とみなすことで，漁業者と自然環境との可変的な関係性を見出せる． 
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全国の原爆関連碑の分布調査 

 
西屋優人（広島大・学）・赤田拓哉（広島大・学）・一柳真帆（広島大・学）・山本健人（広島大・学） 

 
本発表は，戦後日本の平和・反核運動の歴史的な変化を検討するため，全国にある原爆関連碑の

分布や属性の全体像を把握した．「原爆関連碑」を①原爆による犠牲者が弔われていること，②原

爆被害や悲惨さを伝えていること，③非核三原則や核兵器の廃絶・禁止・反対の目的があること，

④被爆物が碑として保存されていることと定義した．これらに該当する石碑について，建立年や建

立主体，建立目的などをインターネットの情報や書籍，新聞記事を活用して明らかにした．全国に

は少なくとも 553基の原爆関連碑が存在し，被爆地である広島市は 224基，長崎市は 128基が存
在する．原爆関連碑は被爆から 5 年周期や 10 年周期で建立されることが多いことや，冷戦や反核

運動の興隆に伴い建立されたと考えられる．また，被爆地である広島市と長崎市を比較すると，広

島市は市民団体が建立した原爆関連碑が多いが，長崎市は地方自治体によって建立された碑が多い

という違いも見られた．さらに都道府県別の原爆関連碑の基数と被爆者手帳の保有者数には正の相

関関係がみられた． 
 
 
 

高等学校「地理総合」における防災教育教材の開発と実践 

―高知県室戸市吉良川町の海岸段丘とその周辺地域を題材として― 
 

八巻 栞（立命館大・院） 

 
2022 年度から，高等学校地理歴史科において「地理総合」が必履修化され，大きく分けて GIS

（地理情報システム），国際理解・国際協力，防災の 3 つの柱が設けられた．「地理総合」の実施に

あたっては，具体的な教材が不足していることや，指導する教員側が教えることに不安を持ってい

ることなど，様々な課題が指摘されている．特に，防災の単元においては，地域によって起こりう

る災害が異なることから，各学校の教員に対して，生徒の身近な地域に合わせた授業展開が求めら

れる．本研究では，高等学校地理の教科書で紹介されることの多い高知県室戸市吉良川町の海岸段

丘とその周辺地域に関する学びから，身近な地域について考える教材作成と授業実践を行った．授

業では，人間と自然との関係性を災害リスクの観点から理解することを目的とし，地形図の読図や

関係構造図などの手法を用いて社会条件と自然条件の関係性を実感できるよう工夫を行った．今回

は，「地理総合」における効果的な防災教育教材について，授業実践のアンケート調査の分析を基

に考察した内容を発表する． 
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『地理総合』の教科書における「自然環境と防災」の記述内容の比較検討 

 
村上正龍（広島大・院） 

 
本発表では，新課程「地理総合」の「自然環境と防災」の中項目における 6 社の教科書の記述内

容や差し込み資料等を比較し，各教科書の共通点，差異，特徴を報告する．共通点として大雨や地

震，火山の噴火といった自然現象とそれに起因する災害，また自然現象を説明するために必要な前

線やプレート等の語句や説明が充実していたこと，比較的近年に起きた災害を例として取り扱って

いること，学習指導要領に記述のあるハザードマップや地形図の読み取りといった活動が充実して

いたことなどが挙げられる．相違点としては取り扱う災害の種類にばらつきがあること，防災の取

り組みについて個人，地域など重きを置いている観点が異なることなどが挙げられる．この差異は

各教科書の内容の特徴に繋がっており，教科書作成者の主張が読み取れる．新課程の地理総合にお

いて教科書の内容を検討することは教育現場における教科書の効果的な活用の一助となることが

期待できる． 
 
 
 

外国につながる子どもへの教育支援に関する研究 

 －広島県の公立小学校を事例に－ 

 
木村海斗（広島大・院） 

 
2018 年の入管法改正により在留資格「特定技能」が創設され，技能実習生による家族の帯同が

可能となった．それに伴い外国につながる児童が増加することが予想される．外国につながる児童

は母国と日本の度重なる往復による言語の定着や文化への適応の遅れが生じやすく，不登校や不就

学の割合が比較的高いという課題が見られる．中央教育審議会は諸課題を鑑み，「地域の実情を踏

まえた支援体制」の構築を提言している．一方で，先行研究は外国人集住地域を調査対象としたも

のに偏重している．そこで，本研究では外国につながる児童への取組の傾向や地域格差の有無を究

明することを目的とし，広島県の全小学校と教育委員会を対象に調査を実施した．広島県における

支援の実態を分析・考察することで，本研究が支援の検討に寄与すると思案した．研究方法は，小

学校対象のアンケート調査と教育委員会への聞き取り調査，地理情報システムによる通学域調査と

した．調査から臨海部ほど支援マニュアルの整備が進んでいる，県教育委員会や教育センターとの

距離が近いほど教員研修に積極的であるという 2点に地域格差が見られると結論付けた． 
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新型コロナウイルス流行に伴う伝統行事の変容（第２報） 

―広島県東広島市西条町のトンドを事例にー 

 

横川知司（広島大・院）・沈 彧磬（広島大・院） 

 
本発表では，新型コロナウイルス流行に伴う伝統行事の変容を，2022 年に東広島市西条町で行

われた小正月の伝統行事トンドを事例に報告する．発表者は 2021 年の内容については既に 2021
年日本地理学会秋季学術大会で報告済みであり，本発表はその続報に位置づけられる．2020 年に

実施された 100 のトンドのうち,2022 年に行われたのは 32であった．行事内容をみると，飲食の

制限や参加人数の減少・制限は継続しており，トンド自体も簡素化・縮小した状態で制作されてい

るものもみられた．また住民団体のトンドが中止になった地域では前年同様個人による代替トンド

がみられた．トンドを中止した運営主体への聞き取りから，2021 年 12 月末の時点では再開意図が

あったにもかかわらず，急遽中止になったものが少なくとも 18確認された．これはコロナウイル

ス感染者数が広島県内で急増したこと，東広島市にまん延防止等重点措置が適用された影響とみら

れる．また隣の地区が中止することによって中止が連鎖する近接効果もみられた． 
 
 
 

歳旦祭の実態と神社兼務に与える影響 
－東広島市雷八幡神社を事例にー 

 

沈 彧磬（広島大・院）・横川知司（広島大・院） 

 
近年，地域にある神社や祭礼の維持が困難になっている状況がみられる．この原因の一つとして，

神社の数に対して宮司の数が不足していることが挙げられる．そのため宮司が複数の神社を兼務す

ることになっているが，祭礼などどのように運営されているのか十分に明らかでない．そこで，本

発表では東広島市西条町田口にある雷八幡神社の歳旦祭を事例として，兼務社を複数持つ神社によ

る祭礼維持の実態を明らかにする．歳旦祭は，地域住民が年を越して初めて顔を合わせる行事であ

り，年初めに行うことに意味がある． 
2022 年 1 月 1 日に雷八幡神社とその兼務社５社に現地調査と聞き取り調査を行った．兼務社は

雷八幡神社を中心に半径 2km の範囲内にある．調査により，歳旦祭の流れや氏子集団の行事への

関与を明らかにした．同じ兼務社であっても，神社によって歳旦祭へ参加する人々が異なっている．

具体的には，氏子の役職がある代表者のみ参加するパターンと代表者に加え地域住民が参加してい

るパターンがみられた．宮司は本務社に加え，兼務している神社をすべて当日に順番で回っていた

が，歳旦祭や神社間の移動には時間がかかり，また体力的にも通しで行うのは厳しいものがある．

歳旦祭が宮司の兼務する神社数や範囲に影響を与えている可能性が示唆される． 
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児童文学における地理空間―『小人の冒険シリーズ』を事例に― 

 
劉 暁一（広島大・院） 

 
「小人」は児童文学によく登場する要素であり，世界各国で「小人」を題材にした作品が多く作

られている．『小人の冒険シリーズ』はイギリスの児童文学作家メアリー・ノートンの代表作であ

り，人間からものを借りることによって生活している小さな人の物語を語るファンタジー小説であ

る．1950 年代に誕生したこの作品は，人間の世界でひっそりと暮らしている鉛筆ほどの大きさの

小さな人たちの冒険ストーリーに加え，イギリスの美しい田舎風景も描き出している．作者の創造

した世界は，しばしば作者自身の体験に影響される．『小人の冒険シリーズ』の舞台もメアリー・

ノートンの原風景と関連性があると考えられ，それを明らかにするために，本研究は，『小人の冒

険シリーズ』における地理的要素を取り出し，物語に表現されている地理空間を読み解き，物語の

空間と実在の場所の分析によって，イギリスの「小人」の生活している世界とメアリー・ノートン

の世界の接点を探ることを試みた． 
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Geographical Characteristics of Special Nursing Homes and Significance 
of Integrated Community Care System in Hiroshima 

 
Thakur Gajender (Ph.D. student, Hiroshima University) 

 
Japan has a graying demographic profile, rising old age, dependency ratios, and changing 

living situations of the elderly. The rapidly growing elderly population in Japan is primarily 
due to the low birth rate and health insurance system that covers all its citizens to provide 
advanced health care facilities. Aging in Japan and the issues related to welfare are correlated 
with the demographic transition and availability of resources to execute the welfare policies for 
the elderly. This study focuses on the demographics of aging in Hiroshima prefecture and 
examines the geographical characteristics of special nursing homes for providing welfare 
services of eldercare. Based on the WAMNET data, in the year 2020, there were 235 special 
nursing homes in Hiroshima prefecture, and the number of special nursing homes is higher in 
the urban areas. These spatial trends of special nursing homes are because of the demographic 
variations in the prefecture, and it is also the reason for variations in the demand for care 
workers and welfare services. In recent years, the number of integrated community care SNHs 
has increased compared to conventional welfare service system SNHs. The system of integrated 
community care SNHs is elevating for aiming an inclusive society as the welfare of the elderly 
for quick response at the community or local level. This paper elucidates the overview of the 
demographic of aging in Japan and the current policy's implications for eldercare. Demographic 
of aging in Hiroshima prefecture with the co-relation of the spatial trends of special nursing 
homes through GIS mapping and significance of integrated community care system for the 
inclusive society in Hiroshima prefecture. Keywords: Welfare policies, Special nursing homes, 
Location of SNHs, Integrated community care system, Hiroshima. 
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岐阜県高山市におけるコロナ前後外国人観光客の行動変化 

―訪日中国人を中心に― 
 

Hu Anzeng（奈良教育大・院）・河本大地（奈良教育大） 

 
訪日観光客数は，2007 年の観光立国推進基本法施行に伴い増加した．特に，訪日中国人観光客

は 2015 年から爆発的に増加した．こうした中，外国人観光客誘致の成功例とされる岐阜県高山市

では，近年中国人観光客の数も大幅に増加しているが，その観光行為や地域経済への影響について

は欧米諸国の観光客とは大きく異なっていると考えられるものの未解明である． 
一方で，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の急拡大により，2020 年の訪日外国人数は

前年比 87.1％減の 411 万 5900人となるなど，観光業への影響は深刻なものとなっている．他方，

2020 年の国勢調査では在日中国人の数が 76 万人を突破しており，今後，在日中国人の観光需要

が高まることが予想される． 
 そこで本研究では，コロナ前後における外国人観光客の行動変化，特に中国人観光客の変化につ

いて，高山市の事例から検討した．旅行口コミサイト「马蜂窝」とソーシャル・メディア「weibo」
における，高山市関連の口コミと発信内容を用いて分析した．結果として，中国人観光客と聖地巡

礼の関係や，コロナ前後での中国人観光客の飲食消費や行き先の変化が明らかになった． 
 

 
 
フランスのスキーリゾート La Grave における集客構造と地域システム 

 
吉沢 直(グルノーブルアルプ大・院，筑波大・院） 

 
持続可能なツーリズムへの問題意識のもとオーバーツーリズムが注目され，目的地における適切

な集客数への関心が高まっている．特に山岳ツーリズムは，その集客数が天候などの自然条件に大

きく左右される．また集客数が多すぎると環境負荷の懸念が高まり，少なすぎると地域経済の衰退

が危惧される．つまり，山岳ツーリズムの集客は「変動が大きく」かつ「適切な客数の検討」が必

要という性格が色濃く，その特有の集客構造を踏まえた上でその持続可能性を検討していく必要が

ある．本研究は，フランスのスキーリゾート La Grave の地域システムを，集客構造に着目して明

らかにする．研究方法として，まず La Grave のスキーコースを有さない高山スキー場の形態を明

らかにする．次に，直近 5 年間における日毎の集客数変動パターンを分析し，その集客構造を天候

条件および休暇条件からみる．最後に，それらの分析を踏まえた上でのスキーリゾートの課題と今

後の持続可能性について議論する． 
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低価格モバイル LiDAR を用いた大学教育におけるフィールド実習 

－明治初期の城郭八条原城跡を事例に－ 
 

岩佐佳哉（広島大・学振 DC）・熊原康博（広島大） 

 
近年，Livox 社製 Avia や Apple 社製 iPad Pro など低価格で購入することができるモバイル

LiDAR が普及しつつある．Avia では詳細なデータを広範囲で取得でき，iPad Pro は可搬性に優

れ，簡単な操作でデータを取得できるといった利点があることから地形調査において活用されてい

る（岩佐ほか，2022）．八条原城跡は，東広島市志和町志和西の扇状地上に立地する．戊辰戦争の

勃発や外国艦隊の日本への来航などの情勢を踏まえて，広島藩が 1868（明治元）年に築城を開始

し，1871（明治 4）年の廃藩置県で廃城となった．現地には城を囲む石塁や米蔵の基礎とされる遺

構が認められるが，それらの分布や比高は示されていない． 
本発表では，八条原城跡を対象として，広島大学教育学部「自然地理学実習」における低価格モ

バイル LiDAR を活用したフィールド実習について報告する．低価格モバイル LiDAR を用いるこ

とで，遺構の形状や大きさを詳細に計測することができ，それらを図化することで視覚的に理解す

ることができる． 
 

 
 

中学校の経営方針にみる地域多様性 

―兵庫県の阪神・但馬・丹波地域における公立中学校の事例から― 
 

河本大地（奈良教育大）・浅井心哉（奈良教育大・院） 

 
学校と地域との関係は，地域によって大きく異なる．本研究ではそれを，各公立中学校の策定し

ている学校経営方針を用いて把握する．教育経営学や教育社会学，教育心理学等においては，「学

校と地域の連携」「学校・家庭・地域の連携」などの重要性や在り方がしばしば議論される．一方，

地理教育・地域学習等において地域は学習対象であるが，中学校では現在，地域課題の解決・緩和

や地域の将来像の構想，持続可能な地域・社会づくりに資する人材の育成も重視されている．それ

らの実現には，学校と地域との関係が影響する． 
そこで本研究では，大都市域から多自然地域までを含む，兵庫県の阪神・但馬・丹波地域に所在

する公立中学校の学校経営方針のテクスト分析をおこなった．地域を問わず多くの中学校が，「心

豊かな生徒の育成」や自己実現，主体性等を目標に掲げている．大都市域では人間尊重や学力，命

など，頻出語が多様であるが，地域にかかわる語は少ない．多自然地域では「ふるさと」や校名が

頻出するが，学びに向かう姿勢や思考力を，地域とはさほど結びつけずに重視する傾向もみられる． 
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自然災害伝承碑への掲載を通じた防災教育 

－福山市立熊野小学校の取り組み－ 
 

熊原康博（広島大）・岩佐佳哉（広島大・学振 DC）・村上正龍（広島大・院） 

渡部智子（福山市立熊野小）・栗栖昂宏（福山市立熊野小） 

 
本発表では，福山市立熊野小学校６年生による防災教育の取り組みの中で，水害碑が国土地理院

の地図記号「自然災害伝承碑」に掲載された経緯とその意義を報告する．小学校の校庭には，地域

の方にも知られていない水害碑があった．この碑は，大正９年８月に集中豪雨によりため池（光林

寺池）の堰堤が決壊し，下流に甚大な被害が生じたことを記録するものであった．そこで，児童が

碑文の内容と地図の読み取りから洪水被害の状況や広がりを把握した後，被災地や決壊したため池

を観察するフィールドワークを行った．児童は調査結果をまとめて福山市危機管理防災課に報告し

た．福山市が国土地理院へ申請したことで，後日，この碑が自然災害伝承碑として掲載された．こ

のことにより水害碑の存在が周知されるだけでなく，児童に達成感をもたらし，地域の方にも学校

の防災教育を伝える効果があった．自然災害伝承碑の掲載を目指したこの活動は，学校や地域にお

いて地域の災害を理解し普及させるモデルケースとなりうる． 
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■ フロンティアセッション ■ 
 

 

島嶼地域における社会経済と観光に関する研究－太平洋地域を中心に－ 
 

高橋環太郎（秋田大） 

 

 
 本研究は太平洋の島嶼地域における社会・経済的な特徴と国際的な観光需要との関係およびその

需要に対する新たな可能性について考察することを目的とした．一般的に島嶼地域は狭小性，隔絶

性，環海性といった地理的な特徴により内需による市場拡大が先進国と比べて難しいとされてお

り，貿易による海外市場との取引が多くの島嶼地域において重要な経済活動になっている．本研究

が対象とした太平洋の島嶼地域も海外市場との関わりが社会・経済面において重要な役割を果たし

ている．その中でも観光産業は多くの島嶼地域において主要な産業として位置づけられており，地

域経済における寄与度も大きいとされている．一方で，島嶼地域のような小規模な国や地域では特

定の産業に依存した経済構造による弊害や経済発展の限界といった問題が起こりうる．そこで，本

研究では島嶼地域の観光需要と社会経済の関係の分析を通して，太平洋の島嶼地域における観光の

有する持続可能性について考察した． 
 分析の枠組みとしては貿易理論から派生した理論モデルを援用し，島嶼地域における国際的な観

光需要について統計的な分析を行った．はじめに，本研究で行った分析は観光産業の発展段階の異

なる 2 地域を取り上げ，国際的な観光需要に対する影響の違いについて比較を行った．従来の研究

では単一地域におけるインバウンドによる観光の財・サービスに対する需要の分析を行っている一

方，各地域の経済構造や社会状況に応じた差異といった地理学的な視点の検討はなされていなかっ

た．そこで，観光が主要産業である仏領ポリネシアと一次産業や加工業が盛んである米領サモアを

対象に観光需要に対する影響について比較を行った．分析の結果，観光産業が主要である仏領ポリ

ネシアにおける所得や物価差による観光需要への影響は観光産業が開発途上である米領サモアの

値と比較して高い値であり，統計的にも重要な変数であることが明らかとなった．また，所得や物

価差以上に宗主国との関係は両者とも観光需要へ大きく影響しており，文化的な関係が観光需要に

寄与していることが示唆された． 
 次に，太平洋における島嶼地域の社会的特徴の一つである移民に着目し，島外に住む移民と観光

需要の関係について分析を行った．太平洋の島嶼社会では島から先進国へ移住する人びとが一定数

存在していることが知られているが，島内コミュニティとの関係が強いことが特徴である．一方，

観光と移民の関係としては VFR (Visiting Friends and Relatives)と呼ばれる親戚および友人への

訪問を目的とした観光形態がしばしば議論される．VFR は主に自国から移住した人びととその人

物の出身地域との関係で生まれる観光需要とされている．これらの背景から本研究では，島嶼地域

からの移民人口と観光需要の関係について分析を行った．その結果，島外にいる移民人口と島への

観光需要の関係は統計的に有意な結果となり，太平洋の島嶼地域での VFR のような観光形態の存

在が示唆された． 
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 以上の分析結果から得られた知見は，以下のとおりである．まず，経済的な要因による観光需要，

特に出発国の所得による影響は観光産業が発展途上の島嶼地域よりは観光産業が主要なリゾート

の島での影響が大きいことが明らかとなった．一方，歴史的な背景から太平洋の島嶼地域では経済

的な影響以上に宗主国との関係といった文化面における影響が強く観光需要へ影響していること

が明らかとなった．次に島外の移民と観光需要の関係性を明らかになったことである．本研究が対

象とした島嶼地域は移民による影響が社会・経済的に重要な地域構造を有していることから，統計

モデルによって島外に住む移民と観光需要の関係を明らかにした．このことは一般的な観光需要で

ある余暇目的以外の旅行形態を示唆したと考えられる．特に，親戚や友人への訪問目的である VFR
は社会文化的なつながりによる観光需要であることから，太平洋の島嶼国家では持続的な観光開発

を考える上で注目すべき観光形態だといえる． 
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地場産業産地における競争力の維持・獲得とそのメカニズム 

 

勝又悠太朗（旭川大） 

 

 

日本の地場産業の多くは，高度経済成長期に量産的な生産体制を構築し発展を遂げ，地域経済を

支える一翼を担ってきた．しかし，グローバル化の進展により，日用品生産における優位性はコス

ト面で競争力の高い新興国に移行し，製品・半製品の海外調達が増加している．また，消費者のラ

イフスタイルなど社会的側面の変化も，日用品・工芸品を中心に生産する地場産業にとっては看過

できず，製品の用途やデザインなどの面で消費者需要との乖離が大きくなっている．さらに，1990
年代以降，日本の流通システムは「第 2次流通革命」と称される劇的な変革を経験した．流通にお

けるパワーが小売業へと移り，卸売業・製造業も含むシステム全体の変革が生じ，地場産業もこれ

への対応が求められることになった． 
このように，地場産業をとりまく環境変化は，1）海外調達の増加，2）消費者需要の変化，3）

流通システムの変革の 3点に大別される．本発表は，これら 3 つの環境変化に適応し，競争力を維

持・獲得している産地をそれぞれ事例に取り上げ，そのメカニズムを明らかにすることを目的とす

る． 
 まず，海外調達の増加への適応の事例として，愛知県瀬戸陶磁器産地を取り上げる．当産地は，

食器類や置物類などの海外輸出により発展を遂げた．しかし，1980 年代後半になると，円高の進

行にともなう海外調達の増加の影響を大きく受けるようになった．一方，当産地には産業用陶磁器

を生産する企業が集積しており，その生産が競争力の維持に重要な役割を果たしている．産業用陶

磁器生産企業の生産品目の変遷をみると，製品の転換や多品目化が進んでいる．これを可能とした

要因に，第二次世界大戦以前より蓄積されてきた電磁器生産の技術蓄積があげられる．生産品目の

構成に注目すると，大きく特定の製品の生産に特化する企業と，そうでない企業に類型される．ま

た，企業の生産・流通体制は，企業の類型により異なる特徴を示すが，総体でみると広範な業界の

多数の受注先企業と広域的な受注関係が形成されている．このように，当産地には，性格の異なる

多数の産業用陶磁器生産企業が集積しており，さまざまな製品の受注を広く獲得する産地として存

続している． 
 次に，消費者需要の変化への適応を図る富山県高岡銅器産地を事例とする．高岡銅器は伝統的工

芸品に指定され，神仏具や美術工芸品などを中心に生産してきた．しかし，1990 年代以降，消費

者需要の変化を受けて生産減少にみまわれている．これに対して，2000 年代以降，新製品開発の

取り組みを進めることにより，競争力を獲得しようとする動きがみられる．このような，産地の変

化に対して重要な役割を果たしたのが，新製品開発に関わる支援事業を実施する公設試験研究機関

である．これらの事業を通じて産地内に企業の学習の場が形成されただけでなく，企業とデザイナ

ーを中心とした産地外部の主体とのネットワークが形成されている． 
 最後に，流通システムの変革に適応し，量産生産の競争力が維持されている静岡県富士衛生用紙

産地の事例を取り上げる．1990 年代以降，産地内の有力企業は合併・系列化を進め，生産の集約

化を図り，量販店との取引や大企業に対抗する体制を整えた．こうした有力企業の成長もあり，小
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売店との直販体制を確立する企業も増加している．また，産地外企業との関連も強化され，産地企

業が産地外企業との系列化・業務提携を進めて量販店との取引に対応したり，産地外企業による産

地企業の系列化も進展したりしている．他方，海外への生産拠点の展開はほとんどみられず，産地

における生産が重視されている．これには，衛生用紙の製品特性に加え，当産地の地域的要因が大

きく影響している． 
以上のように，環境変化への適応に向けた対応により，産地内における企業の異質性が高まった

り，産地外部の主体との関連が強まったりするなど，地場産業の存立形態に変化が生じている．一

方，競争力の維持・獲得には，経路依存的に形成されてきた地域的要因が依然大きく影響している

点が指摘される． 
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■ ラウンドテーブル１ ■ 

 

 

テーマ：サプライチェーンの経済地理学 

 
 

開催趣旨 

 
グローバル化の進展とともに，生産地の地理的偏在や生産地と消費地の空間的分離

が一層進展する中で，サプライチェーン（供給連鎖）は私たちの生活を支える大きな

役割を果たしている．日本は食料や鉱物資源の多くを輸入に依存していることから，

サプライチェーンの安定がもとより重要であるが，近年はサプライチェーンの脆弱性

に対する懸念が急速に高まっている．その背景として，新型コロナウイルスの蔓延や

災害，事故等により，サプライチェーンの寸断が近年頻発していることがある．加え

て，米中経済対立が激化する中で，経済安全保障の観点からもサプライチェーンの脆

弱性が問題視されており，政府レベルでの対策も始まっている． 
経済地理学では従来，さまざまな切り口からサプライチェーンに関連する研究が蓄

積されてきた．こうした成果をふまえつつ，本ラウンドテーブルでは，近年のサプラ

イチェーンをめぐる動向について，斯学としてどのようにアプローチできるのかを議

論する． 
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大規模災害時の食の供給連鎖について考える 

 

荒木一視（立命館大） 

 

 

本報告ではサプライチェーンの脆弱性について，特に災害時の食料の供給に焦点を当てたい．報

告者はこれまでフードチェーン，フードシステムに関する地理学的研究に取り組んできた．それら

は研究者によってはフードサプライチェーン，あるいはフードサプライシステムとも呼ばれ，すな

わち食料のサプライチェーン・供給連鎖と同義である．ただし，それらフードチェーンやサプライ

チェーン研究の多くは平時を前提としたものである．そうした中で報告者は有事のフードチェーン

に着目して，研究を重ねてきた．たとえば，鳥インフルエンザの発生に伴う鶏肉・鶏卵供給への影

響や（荒木，2006），食品偽装事件を事例とした食料供給の脆弱性（荒木，2011），さらに近年は自

然災害発生時を想定したフードチェーンの研究を行ってきた． 
 ここでは大規模自然災害発生時の食料供給を取り上げ，和歌山県日高郡を事例とした話題提供を

行いたい．具体的には，南海トラフ地震を想定した被災世帯や避難所への食料をはじめとした救援

物資輸送の検討である．この場合，食料をはじめとした救援物資の供給側・提供者は被災していな

い地域となり，需要側・受援者は被災者，被災地となる．また，被災者が実際に物資の提供を受け

るのは被災家屋や避難所となる．ここまでをイメージすることは難しいことではないだろう．では，

両者をつなぐサプライチェーンをイメージすることができるだろうか．国や県の応急対策活動に関

する計画や受援計画では，物資集積拠点までの輸送ルートは策定されている．では，そこから先は

どのようにしてサプライチェーンを構築するのだろうか．また，策定された計画は果たして十分な

ものなのだろうか．報告者はこの点に関する問題提起を続けてきた（荒木ほか，2017a,b）．実際，

今日の避難所の生活環境は 100 年前とほとんど変わりがないとも，国際的な難民支援の水準を下

回るともいわれる（菅野，2021）． 
 そこで本報告では和歌山県日高郡を事例に，策定された計画における救援物資供給のチェーンを

描き出すとともに，課題とその改善方策を検討したい．併せて，半世紀以上前にこの地域を襲った

大規模自然災害とその際の救援活動にも光を当て（荒木，2020；保井ほか，2021），現代社会にお

ける災害と有事のサプライチェーンの特徴を明らかにする． 
 

文 献 

荒木一視（2006）：2004 年山口県阿東町で発生した鳥インフルエンザと鶏肉・鶏卵供給体系―フー

ドシステムにおける食料の安全性とイメージ―．『経済地理学年報』52：138-157． 
荒木一視（2011）：広域食品流通とフードセキュリティ上の脆弱性―三笠フーズ社の事故米穀不正

規流通を事例として―．『人文地理』63：130-148． 
荒木一視（2020）被災地への救援物資輸送活動に関する一考察―和歌山県御坊市を中心とした 1953

年の 7.18水害の記録から―．『エリア山口』49： 1-13． 
荒木一視・岩間信之・楮原京子・熊谷美香・田中耕市・中村努・松多信尚（2017a）：いかにして救

援物資を輸送するのか—広域災害発生時における二次的被害の軽減に対する地理学の貢献—．
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『E-journal GEO』11：526-551． 
荒木一視・岩間信之・楮原京子・熊谷美香・田中耕市・中村努・松多信尚（2017b）：『救援物資輸
送の地理学−被災地へのルートを確保せよ−』ナカニシヤ出版. 

菅野 拓（2021）：『災害対応ガバナンス―被災者支援の混乱を止める―』ナカニシヤ出版． 
保井智香子・荒木一視・吉積巳貴・新山陽子（2021）：被災時の炊き出しを中心とした食料供給と

栄養素等摂取量に関する検討―1953 年の「7.18水害」における御坊平野を中心に―．『フードシ

ステム研究』28： 2-15． 
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自動車の電動化とグローバル生産ネットワーク 
 

藤川昇悟（西南学院大） 

 
 
現在，C（コネクティッド），A（自動化），S（シェアリング），E（電動化）といった「CASE」

と呼ばれる技術的な変化が，自動車のグローバル生産ネットワーク（GPN：Global Production 
Network）またはサプライチェーンの組織と地理を変えようとしている． 
 なかでも電動化の分野の動きは目覚ましい．2021 年に入り，電動化に最も意欲的な EUは，2035
年に内燃機関を搭載した自動車の販売を禁止する方針を明らかにした．同じくアメリカは 2030 年

までに新車販売の 50％以上を EV（含む PHEV）とする目標を，また日本は 2030 年代なかばまで

に新車販売の 100％を EV（含む PHEV と HEV）とする目標を掲げた．そして中国も，2035 年ま

でに新車販売の 50％以上を EV（含む PHEV）とするロードマップを発表した．これら各国政府

の目標に対しては，電力不足，インフラ整備，レアメタルの安定調達などの問題から，その実現可

能性に疑問が寄せられている（佐伯，2022）．しかしこの政治的な潮流に呼応して，欧米や中国の

自動車メーカーは積極的に「EV シフト」を進めている．トヨタをはじめとする日本の自動車メー

カーも，欧米や中国の企業からやや遅れて，中長期的な EV の投入計画を明らかにしている． 
 コロナ禍のなかでも，現在，世界の EV 市場（含む PHEV）は急速に拡大している．IEA（2021）
によると，EV の世界販売台数は，2015 年の 68万台から，2020 年には 316万台（世界シェア 4％）

まで増加した．さらに 2030 年には 2,576万台（世界シェア 16％）に達すると予測されている．今

後 EV は着実に増加していくが，内燃機関の搭載車も，シェアを落としながらも生産され続ける．

「EV シフト」は，携帯電話の「スマホ化」に比べると，緩慢な変化であるといえる（中西，2020）． 
本報告の目的は，自動車の電動化という技術的な変化が，日本の自動車メーカーの GPN に与え

る組織的および地理的な影響を考察することである．自動車の電動化は，構成部品の変化と製品ア

ーキテクチャ（設計思想）の変化をもたらす．この 2 つの変化は，GPN における構成メンバーと

ガバナンスの変化という組織的な変化と，それにともなう GPN の地理的な変化をもたらす．これ

らの変化は，自動車産業のプレゼンスの大きな日本経済や地域経済に大きな影響を与えると考えら

れる．そこで本報告では，日本の自動車メーカーのGPNを構成する部品サプライヤーのなかでも，

エンジンやトランスミッションなど旧部品のサプライヤーと，E アクスルやバッテリーなど新部品

のサプライヤーに焦点をあて，製品構成，設備投資，工場立地，そして合併や提携の動向を整理す

ることで，「EV シフト」による日本の自動車メーカーの GPN の変化の方向性について検討する． 
 

文 献 

中西孝樹（2020）:『自動車新常態－CASE/MaaS の新たな覇者』日本経済新聞出版． 
佐伯靖雄（2022）：成長軌道に入った世界の xEV（電動車）市場と躊躇う日本企業，『九州経済調

査月報』76：5-11． 
IEA (2021): Global EV Outlook 2021(https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021，2022

年 2 月 28 日閲覧）． 
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■ ラウンドテーブル２ ■ 

 

 

テーマ：コロナ禍およびアフターコロナにおける観光と地域づくり 

 
 

開催趣旨 

 
2020 年から世界中に流行した新型コロナウイルス感染症は，わが国の経済社会に多

大な影響をもたらしている．特に観光関連業界は，緊急事態宣言等による不要不急の外

出自粛に伴い，事業の縮小・撤退とこれに伴う雇用調整など多大な影響を受けることと

なった． 
特に地方圏の観光地を抱える地方自治体や観光関連業界は，近年増加してきたインバ

ウンド需要に大きな期待を寄せてきた．しかし，コロナ禍のもとインバウンドのみなら

ず国内観光需要の急速な縮小に直面し，苦境に立たされている．こうしたなかでワクチ

ン接種率の向上やコロナ感染対策を踏まえて，各地でウィズコロナ・アフターコロナを

みすえた業界や地域の取り組みが進みつつある． 
本ラウンドテーブルでは，地方圏の観光地を抱える地方自治体や観光関連業界におけ

るコロナ禍の影響について，報告者からの九州地域の現状に関する報告ととともに，コ

メンテーターより国内他地域の状況を踏まえてコメントをいただきながら，アフターコ

ロナをみすえた観光と地域づくりについて議論を深めたい． 
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新型コロナウイルス感染症による九州内地域観光の変化に関する考察 
 

杉山智行（宮崎大） 

 
 
 2020 年 3 月以降，新型コロナウイルス感染症（以下，新型コロナ）の感染拡大と収束が繰り返

される中，移動自粛や密集回避等の制約により観光業はこれまでにない苦境に立っている．この状

況を受け，新型コロナの観光への影響について，2022 年 1 月 7 日から 31 日にかけて九州内 233
市町村の観光主管課にアンケート調査を実施（回答率 47.6％）した．本研究は，同調査をもとに九

州の観光の実情を分析するとともに，課題等の変化を考察したものである． 
 

1．九州における新型コロナの影響－2020 年度の観光実績（2019 年度比） 

2020 年度の観光入込客数（2019 年度比増減率）は，「-80％以上」が 10.4％，「-60％以上-80％
未満」が 26.4％，「-40％以上-60％未満」が 41.5％となった（第 1 図）．また，宿泊客数，観光消

費額も同様の傾向となった．新型コロナの第 1～第 3波に翻弄された 2020 年度において，ゴール

デンウィーク，夏休み時期，年末年始などの観光のかき入れ時に，他県への移動が制限されたこと

が大きなマイナスとなったことが大きな要因と考えられる． 
 

 
第 1 図 2020 年度の九州各市町村の観光主要データの変化（2019 年度比） 

資料：アンケート調査により作成． 

 

2.コロナ禍で浮き彫りとなった観光の課題 

 コロナ禍で浮き彫りとなった観光の課題について，「課題である・やや課題である」と認識して

いる割合をみると，多くの項目で課題山積の状況がうかがえる．「観光誘客力」が 93.6％で最も高

く，次いで「情報発信力」が 90.9％，「観光地域づくり」「観光と他産業の連携」が 90.1％となる

など，それまでの観光振興等の手法に大きな課題が生じたことが明らかとなった（第 2図）． 
国内においては，2013 年度に国土交通省 1)の「地域の観光資源の魅力を活かした『滞在プログ

ラム』」により，ニューツーリズムとプロモーション重視の観光振興が本格化した．さらには，2016
年度に同省 2)が地方への誘客を目的に「テーマ別観光による地方誘客事業」を提唱したことから，
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観光マーケティングの考え方が意識され，これらを軸とした観光振興が広まった．しかし，2020 年

度 3)には新型コロナの感染拡大により大幅な方針転換が余儀なくされ，観光業への支援策が柱とな

るなど，観光のあり方が大きく変化した．本調査においても九州の各市町村がこれらの変化に苦戦

した様子がうかがえた． 

 

第２図 コロナ禍で浮き彫りとなった観光の課題 

資料：アンケート調査により作成． 

 

 なお，報告者が一般財団法人みやぎん経済研究所（宮崎市）4)在籍した 2020 年 11 月に同様の調

査を実施しており，同調査と本調査の各項目の変化を「課題である・やや課題である」の回答率か

ら「あまり課題ではない・課題ではない」の回答率を除した DI(Diffusion Index)で比較した（第 3
図）． 

2020 年 11 月と比較して本調査で DI がプラスになった項目をみると，「地元関係者の連携」が

20.1%ポイント（以下，P）となり，次いで，「観光誘客力」が 16.3P となった．3番目は「観光と

他産業の連携」が 12.8P となるなど，連携と誘客力が課題としてクローズアップされたと考えられ

る． 
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第３図 2020 年 11 月と 2022 年 1 月の課題 DI の変化 

資料：アンケート調査により作成． 

 

3.本研究における他の項目について 

 本研究においては，2022 年 1 月現在の観光への取組み状況，観光注力分野の変化，地域資源へ

の意識変化等を調査しており，得られた知見から考察した結果を報告する． 
 

文 献 

観光立国推進閣僚会議（2020）：観光ビジョン実現プログラム 2020, https://www.mlit.go.jp/kank
ocho/content/001353662.pdf. 

国土交通省（2014）：ニューツーリズム普及促進モデル事業（平成 25 年度）「滞在プログラムに

おけるプロモーションの手引き」, https://www.mlit.go.jp/common/001039752.pdf. 
国土交通省（2020）：テーマ別観光による地方誘客事業,https://www.mlit.go.jp/common/0013476

84.pdf. 
みやぎん経済研究所（2021）：新型コロナの本県観光業界への影響調査,『調査月報』334:10-20. 
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糸島市観光におけるコロナの影響と今後のまちづくりについて 

 

岡 祐輔（九州大・院） 

 

 
⽇本における 2018 年の外国⼈旅⾏者数は過去最⾼となる 3,119 万⼈となり，消費額は 5 兆円

に達している．⼀⽅で，⽇本⼈の国内旅⾏に⽬を向けると，2019 年に旅⾏者数は 5 億 8,710 万⼈，
消費額は 21 兆 9,312 億円となっている．そのような中，我が国でも新型コロナウイルスが猛威を
振るい，2020 年には外国⼈旅⾏者数 412 万⼈，消費額 7,446 億円と⼤きく減少し，⽇本⼈国内旅
⾏においても，旅⾏者数 2 億 9,341 万⼈，消費額 10 兆円と半減した． 

他産業と⽐べて観光産業（宿泊・飲⾷等）の景気の落ち込みは顕著である．しかし，国が GoTo
トラベルなどの需要喚起策を推進したことで，2020 年 11 ⽉にかけて国内旅⾏需要が⼀時的に回
復した．また，2019 年と⽐較して 2020 年には観光のトレンドが変化し，県内旅⾏者が 24.8%から
31.8%に増加し，近場の⽇帰り旅⾏から回復する兆しがみられた． 

 
そこで福岡市に隣接する観光地であり，かつ⼩規模事業者集積型の⽷島市を事例に，新型コロナ

ウイルス感染症による観光業への影響を把握し，今後のまちづくりの展開を考察する． 
⽷島市は福岡県最⻄端に位置し，215.70 ㎢の市域北側には海岸線が広がり，市南側には⼭々が

連なっている．それらの中間部には⽥園地帯が広がり，JR と国道の沿線を中⼼に市街地が形成さ
れている．⼈⼝ 150 万⼈を有する福岡市の都⼼部から JR，または⻄九州⾃動⾞道で約 30 分の時間
距離であり，JR 博多駅や福岡空港にも乗り換えなしでアクセスでき，都市の利便性も⾼い地域で
ある．観光⼊込客数は 2010 年から 150%の増加率に及び，2018 年現在で年間 682.7 万⼈が訪れる
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⼈気の観光地となっている． 
こうした過程で，主たる発地である福岡市居住者の観光需要に対応するかたちで，⾷を中⼼とし

た観光資源と結びつき，産直施設，カキ⼩屋，海沿いや⼭間部など⾃然活⽤型の飲⾷店の増加につ
ながった．⾷だけでなく，当時は数軒だった家具，アクセサリーなどの⼯芸，服飾・雑貨の⼯房は，
2008 年に始まった⽷島クラフトフェスの開催や各⼯房の体験観光などによって移住者が増加し，
130軒以上となった． 

本研究では，⽷島市および観光事業者へのアンケート調査とインタビュー調査を通じ，観光事業
者の現状や課題，今後の⾃治体の政策について考察を⾏った． 

 

 
⽷島市観光協会（2020，2021）アンケート調査結果をもとに報告者作成． 

 
新型コロナウイルス感染拡⼤の影響によって，同市の観光事業者の 80%以上が減収となってい

た．70%以上の事業者が公的⽀援を活⽤していたものの，全国平均と⽐較すると少なかった．財政
⽀援を求める声は多いが，事務の煩雑さが事業者の負担になったり，制度の対象外となったりして
いた．他地域に⽐べて観光客の減少が少なく，全体的に廃業は少なかったが，事業者レベルでは補
助⾦に依存して⾃助努⼒をしない者がいる⼀⽅で，⾃主的に IT 化を進める者もいるなど，事業者
間の対応のちがいがみられた． 

事業者が取り組む COVID-19 対策としては，マスク着⽤と消毒の徹底，施設内の３密回避が中
⼼になっていた．通信販売やテイクアウトなどの⾰新性の⾼い事業に対しては，意欲は⾼いものの，
「共同で取り組みたい」といった意⾒がみられ，単独事業者で取り組むにはハードルも⾼く，実施
した事業者は限定的であった．今後，事業者が希望する施策としては，「通信販売やテイクアウト
の導⼊」「2 次交通対策」「市内事業者間の情報共有」「キャンペーン・イベントの実施」が多かっ
た． 

⽷島市では，「事業者間の連携によって気持ちの⾯で⽴ち直ってほしい」との狙いで，事業者が
連携して取り組む事業への補助⾦制度を導⼊した．この他にも，オンラインマルシェの開設，デー
タ活⽤や 2次交通対策，⼟産品のブランド化などの実証事業を始めている．事業者は全体的に前向
きな思考が多く，COVID-19終息後には，これらの事業が本格化し，観光産業における⼀層の⽣産
性向上が図られると考えられる． 
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■ 経済地理学会・シンポジウムテーマ一覧 ■ 

 

 

開催年 開催場所 シンポジウムテーマ 

1954 明治大学 経済地理学について（＊シンポジウム形式ではなかった） 
1955 明治大学 地域(経済地域・農業地域・工業地域)について 
1956 中央大学 経済地理学の根本問題  
1957 専修大学 農業と工業または都市と農村との地域的相互関係 
1958 慶応義塾大学 農業地域の形成について 
1959 法政大学 後進地域の諸問題 
1960 東洋大学 産業立地 
1961 早稲田大学 わが国における後進地域開発をめぐる諸問題 
1962 中央大学 わが国における最近の立地政策 
1963 明治大学 工業地域の形成に関する諸問題(第 10回大会) 
1964 法政大学 都市の経済地理的諸問題 
1965 横浜銀行 世界経済の地域問題 
1966 東洋大学 経済発展と地域開発-戦後わが国の地域開発政策  
1967 駒澤大学 近代日本の地域形成 
1968 神戸大学 現代日本の地域形成 
1969 品川労政事務所 日本における地域格差形成の機構 
1970 品川労政事務所 経済地理学における”地域”の概念 
1971 東京経済大学 地域区分論の再検討 
1972 慶応義塾大学 地域政策における理念の転換 
1973 大阪市立大学 大都市圏における経済地理的諸問題(第 20回大会)  
1974 日本大学 過密・過疎形成のメカニズム 
1975 一橋大学 農業地理学の課題－商品生産の地域的展開 
1976 お茶の水女子大学 日本工業地域の再検討 
1977 中京大学 経済地理学における商業・流通 
1978 法政大学 経済地理学の方法論をめぐって 
1979 東京都立大学 地域開発政策の国際比較 
1980 拓殖大学 定住圏構想への経済地理学的アプローチ 
1981 岡山大学 地域経済と自治体の政策 
1982 仙台市会館 地方圏における地域開発の諸問題 
1983 東洋大学 戦後日本における経済地理学方法論の展開(第 30回大会)  
1984 関西大学 低成長期における立地と地域経済 
1985 愛知大学 国際化に伴う地域経済の変化 
1986 明治大学 産業構造の新展開と大都市問題 
1987 東京学芸大学 大都市周辺部の構造変化-国際化の進展と産業構造の変化を踏まえて-  
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1988 広島大学 産業構造調整と地域経済 
1989 中央大学 経済地理学の新たな視点を求めて 
1990 札幌大学 最近の地域振興をめぐる諸問題 
1991 日本工業大学 海外地域研究の課題-アジア研究の場合 
1992 新潟大学 環日本海諸地域の経済変動-経済地理学からのアプローチ 
1993 明治大学 空間と社会(第 40回大会)  
1994 阪南大学 日本の地域構造のダイナミズム 
1995 お茶の水女子大学 世界都市論：東京 
1996 九州大学 アジアの成長と地方経済 
1997 日本大学 日本の農業・農村の再編・再生論 
1998 福島大学 規制緩和と地域経済 
1999 中京大学 日本経済の再生と地域産業構造 
2000 駒澤大学 産業空間および生活空間の再編と交通・通信・情報 
2001 立命館大学 環境問題の多元化と経済地理学一循環型社会の形成にむけて 
2002 青山学院大学 日本経済のリストラクチャリングと雇用の地理 
2003 法政大学 新時代における経済地理学の方法論(第 50回大会) 
2004 北九州市立大学 コンビナート地域の再編と産業創出 
2005 中央大学 産業集積地域の革新性をめぐって 
2006 東北学院大学 少子高齢化時代の地域再編成と課題 
2007 岐阜大学 経済の回復過程における地域の再生と不平等 
2008 早稲田大学 グローバル化時代の大都市－東京(圏)に焦点をあてて－ 
2009 大阪市立大学 地域政策の分岐点一 21世紀の地域政策のあり方をめぐって一 
2010 広島大学 アジア経済成長のダイナミズムをさぐる 
2011 国士舘大学 大都市圏における文化・サービス産業の新展開と都市ガバナンス 
2012 北海学園大学 地域問題と地域振興の課題と方法 
2013 東京大学 経済地理学の本質を考える（第 60回大会） 
2014 名古屋大学 経済地理学と自然 
2015 尼崎中小企業センター 産業構造の転換と臨海部の再編 
2016 九州大学 地方創生と経済地理学 
2017 明治大学 世界都市東京論の再考 
2018 東北大学 「ポスト支店経済期」における地方中枢都市の中心性の変化 
2019 名城大学 現代日本における労働・雇用の経済地理学 
2020 成蹊大学 大都市における「街」の経済地理学 
2021 阪南大学 価値づけの経済地理学 
2022 広島大学 デジタル社会の経済地理 


